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第１２日目（３月１６日） 

○議   長（松原良道君）  延会前に引き続き本会議を再開いたします。 

○議   長  ただ今の出席議員数は２９名であります。これから本日の会議を開きます。 

なお、上村一郎君、公共事業現場立会いのため３０分遅刻。樋口和人君、通院療養のため

午後１時に早退。教育長、卒業式出席のため午前中欠席の届けが出ておりますので、これを

許します。 

（午前９時３０分） 

○議   長   本日の日程は第９号議案 平成１９年度南魚沼市一般会計予算の歳出の

審議を続行いたします。 

 なお、皆さんにお願い申し上げますが、それぞれ各款の質疑に対して、説明、質問、答弁

については簡潔、明瞭に再度お願いを申し上げます。 

○議   長  第２款、総務費に対する質疑を行います。 

○岩野 松君  ６５ページ。６３ページからありますが、広報の話ですけれども、合併し

て非常にいろいろ工夫しながらされていて、本当に内容が多いなという感じがあります。そ

れでやはり読む側から見ますと内容が多くなって、つい見なくなるという声もこの頃聞こえ

てきております。調べてみたわけではないし、市でもそこまで調べているか、特に若年層は

見ていないのかなという感じもあります。 

そういう意味で提案ですけれども、各旧の町村単位の編集。新潟日報がそういう編集の仕

方をして、私は、自分のところだけは他のところは見なくても見るというかたちで見ますの

で、そういう編集の仕方はどうかということを提案したいです。市長は非常にいろいろなこ

とをそこをネックにして流したいというのも、思い入れがあるように今まで聞いていました

ので、改良の余地はあるのかなということで提案をするところです。 

もう１点ですけれども、８３ページの戸籍の住民のところです。真ん中辺の下の方ですが、

新潟県人権同和センター負担金というのは、１万円ということで額からいうと大した額では

ないのですけれども、同和センターというのが税金から支出するのに、どういうふうに関わ

っているのかなということをお聞かせいただきたいです。それとその前の人権啓発活動事業

費というのは、１１月にやる予定というのが書いてありましたが、中身がちょっとわからな

かったので、まずお聞かせください。 

○企画情報課長  ご提案の趣旨はなんとなく理解できるわけですけれども、合併をして合

併効果ということも増えまして、全市的な取り扱いの編集をやっているわけでございますの

で、旧町単位の編集の仕方というのはちょっとなんとなく理解できないのかなというような、

私は気がいたします。確かに掲載記事は膨大にございまして、なかなか地元の方々が市報を

つぶさにご覧になっているかどうかというのは確かに疑問があるところでございますけれど

も、やはりせっかく合併をしたわけでございますので、全情報を流すと、共通の情報を流す

ということでご理解をいただきたいと思います。 

○市民課長  人権同和センターへの負担金でございますけれども、これにつきましては１
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５年度から賛助会員ということで５,０００円負担してまいりました。１９年度からは正会員

１万円ということで、同和センターの方からも要請があり、今年度はそれに応えることにし

たものでございます。差別とか、いじめ問題とか、そういったものに取り組んでいるという

観点からすれば、行政としてもこの部分に負担をしてもよろしいのではないかなというふう

に考えております。 

それから人権啓発活動につきましては、今年度、新規ということで計上させてもらったわ

けです。毎年「いのち、愛、人権」のパネル展というのが県内持ち回りでやっておりますけ

れども、今年度は糸魚川市から引き継ぎまして南魚沼市で開催されることになりました。こ

れが１週間にわたって開催されるわけですけれども、その初日に市の方の主催で人権啓発の

講演会を開催したいということで、１１月７日に今のところ予定しているわけでございます。

これにつきましては、県の委託事業でございまして、４５万円計上しておりますけれども、

４４万円は県の方から委託費をもらって開催しようというもので、講演会を予定している内

容でございます。以上です。 

○岩野 松君  広報の話ですけれども、全てを各町単位というのでなくて、そういうペー

ジを設けたらどうかという編集の仕方ですけれども、という提案ですが。そこら辺をご理解

いただきたいと思っています。 

人権啓発事業とその次の同和センターというのは、つながっているのでしょうか、どうで

しょうか。私、人権の問題を命題にしてするのだったら、いのち、愛、パネル展なども、と

いうことですけれども、男女共同参画の中での平等論とか、それからそういう話をしていく

のが筋なのかなというふうに私は思っていますけれども、あえてこれをぬけがけしてするほ

どの人権をあれするのでしょうか。 

今、私、人権が尊ばれていないということで言えば、働き方の問題だとか、それから労働

時間の問題だとか、私がこの間言った、医師の何十時間も働いても働き続けなければならな

いその過酷な状況とかそういう。それと今、六日町でも２カ所は当たり前、３カ所くらい働

いていなければ食えない状況のそういう実態などをすることが、人権啓発の問題かななんて

思うのですけれども、そういう内容とは違うのでしょうか、どうなのでしょうか。 

○企画情報課長  再度お話をいただいたわけでございますが、先ほど申し上げましたよう

に、昨日も関議員さんでしょうかご質問いただきましたが、広報公聴係は今２名でやってお

ります。新年度も同じ体制でということでございまして、７０万円の印刷製本費、減額の理

由も、かなり膨大な情報の処理を、その２人の職員が整理をしながら、編集をしながら、原

稿づくりをしながら、それを業者さんにお渡しをするということで、業者さんの方も手数を

省くという意味あいでかなり減額をできるということでございます。 

したがいまして、ここへさらにまた旧町単位の記事の編集をというページを割くというこ

とにつきましては、事務量の関係もございますけれども、ちょっと先ほど申し上げましたよ

うに、全体的な情報、行政情報を流すという意味あいでご理解をいただきたいと思いますの

で、ちょっとその辺は取り扱いできないということでお願いいたします。 
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○市民課長  経済的な差別という部分も広い意味では含まれるのかもしれませんけれども、

ここの部分では差別、精神的な部分の差別、いじめ、そういった問題を主として取り上げて

いるという内容でございます。 

○岩野 松君  その人権啓発事業もやはり同和問題と関係があるというふうに私は思った

のですけれども。今、いろいろ同和問題はマスコミでも、それから特にこっちではあまり見

えないですけれども、南の方の都市などでは、勤めないのに勤めたかのごとく給料をもらっ

ていたとか、そういうものが自治体からの関与も大きいという中で、政府としてもこの方向

は収束宣言に向かうという方向を出していると思うのですけれども。わざわざあえてこうい

うことをすることはいかがなものかと私は思いますので、市長、ちょっとお考えをお聞きし

たいと思います。 

○市   長  今、新聞紙上等をにぎわせておりますのは、ある意味ではえせ同和的であ

りますので。本当にその同和問題等をきちんと考えている団体もあるわけでありまして、私

どももこの地域にそういう同和というような、昔のそういうことがやはりあることはあった

わけでありますが、ほとんどが今は収束しております。収束しておりますけれども、何年か

前でしょうか、六高でやはり落書きでそういう問題が出たとか、やはりまだ若干であります

けれども内在している部分もあるということです。市にいわゆる同和対策といいますか、そ

ういうことをやっていらっしゃる皆さん方に賛同してということは、全く悪いことでもあり

ませんし。 

この啓発、人権啓発は今、課長が言いましたように、県が持ち回りで各市町村でお願いし

ているわけでありまして、ですから私どもが断ればそれは断れるのでしょうけれども、別に

断る理由もありませんし、人権を啓発していただくなどということは何のためらいもありま

せん。特に曲がった見方をしないでいただければ、すんなりと受け入れられてもらえるもの

だと私は思っておりますので、何の疑問も感じておりませんし、執行させていただきたいと

思っております。 

○中沢俊一君  ２点お願いいたしますが、７５ページ、地域づくりアドバイザー事業費と

いうことで、バイオマスエネルギーの講師料が載っております。この地域でかなり優位性の

ある事業になるのかどうか。６月補正あたりでも場合によればという話があったものですか

ら、具体的な話をちょっとお聞かせください。 

もう１点ですが、市長は住民参画ということについて、今、満足しておられるかどうかと

いうことをお伺いします。確かに地域審議会あり、総合計画があり、また市政モニターでし

ょうか、いろいろなことがありますけれども。私はこの中で財政であろうが、基幹病院のこ

とであろうが、一般市民のそういう集会といいますかフォーラムを対象にしたようなことを

時間と機を逸さず効果的にやっていくことが市民の理解を深め、また市民の参画を高めるこ

とにつながっていくと思いますけれども、そういう構想がおありかどうか聞かせてください。 

○市   長  市政の中で重要課題とかそういう問題の際、それぞれ市民の皆さんのご意

見を伺うなどということは、これは当然いいことだと思っております。今、特別この問題に
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ついてでは、そういうフォーラム的なことをやろうとかということは今のところは予定はし

ておりませんが。例えば基幹病院であっても、この間も触れましたように３月２９日に一応、

新大と県の協定が結ばれるわけであります。具体的な姿が見えてきますと、今度はこの地域

の医療をどう考えるかというそういう部分がありますので、そういう中ではまたそれぞれそ

ういう対応も図っていかなければと思っております。ケースバイケースということで、ひと

つお考えいただきたいと思います。 

○企画情報課長  地域づくりアドバイザーの件でございます。昨日もちょっと申し上げま

したように、これは１２月の議会でも市長の方からもちょっとお話がありました。具体的に

申し上げますと、バイオマスの関係でエネルギー開発の研究開発をこの地域でやりたいとい

うひとつの構想が持ち上がりまして、現在、今、北海道の恵庭で活動しておられます近畿大

学の田中教授という方がおられます。そのバイオマスの研究につきましてはかなりの権威が

ある方でございますけれども、その方のご提案もございまして、この雪の降る豪雪地帯ゆえ

に、この地で冬場の活性化策が何か見出せないかというところで、昨日お話し申し上げまし

た新たな農産物の開発。例えばの話でございますけれども、ホワイトアスパラとかそういっ

たようなものが、開発されたエネルギーを利用しながらそういう生産物が生産できればとい

うことでひとつの構想が裏にあるわけでございます。手始めといたしまして、これはＮＥＤ

Ｏ独立行政法人の新エネルギー何とかこうとか機構という、ありますけれども、そちらの方

の補助をいただいて取り組む事業がひとつ裏にあります。 

それの事業に取組む前に、本当に先ほど申し上げたひとつの構想がこの地で有意義に活動

できるのかどうか。それを検証をするために、このアドバイザー田中先生からお越しいただ

きまして、まずそれぞれ私ども地元の関係者が寄って話を聞かせていただいて、これは将来

的に実現性があるということになりましたら、昨日申し上げましたように５月の末頃までに、

実際の事業実施に踏み込むための調査事業というものを、これまでの補助金で５００万円か

ら１,０００万円と言われていますけれども、その事業導入を見極めたうえで検討をしてまい

りたい。その調査事業をやろうということになりますと、ここでは予算をもっていないわけ

でございますので６月補正でということでございます。 

この事業導入、実際には開発研究上、この南魚沼市で２０年度あたりから展開をさせてい

ただいて、３年間、約２億円相当という構想がございます。その２分の１はＮＥＤＯの方で

助成があると。その残りの半分は、産学連携ということで民間の企業さんからご寄付、協賛

をいただくというようなかたちで構想を考えておりまして、当面私ども市の方の持ち出しは

今のところは、その事業の実施に踏み込んでも持ち出しが当面ないというのが実情でござい

ます。 

ただ、研究所の設置場所とか、そういったようなことにつきましては、施設の提供、斡旋

的なもの、場所の提供ですね。そういう斡旋的なものが来るかもしれませんし、エネルギー

開発の担当は環境課に移るわけでございますので、実際にその段階では調査事業他含めまし

て、環境課の方から事務をとっていただくということを今、計画しているところでございま
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す。 

何はともあれ、このアドバイザーの関係は、要は先行きどういうふうに展開できるかとい

うことを見極めようということのアドバイザーの招聘事業ということでございます。 

○中沢俊一君  バイオマスという以上は、生物管理の資源だと思うのですが、念のためど

ういう、今、その資源を考えているのか聞かせてください。 

ただ、市長、今言われたとおり基幹病院の構想がある程度決まってくれば、本当に今、住

民の皆さんが心配しているのは地域の医療全体がどうなるかということです。あとまた財政

のこと。限られた情報源ですから、市民の皆さんから心配があります。そんなこともまた説

明責任も含めて、ぜひまた取り組んでいただきたいと思っておりますし、合併前に将来構想

の策定委員会がございました。それぞれ思いのある市民の皆さんの数十回にわたる、ああい

う集会もやってきたわけでありますから、そういう皆さんのまたチェックをいただく機会も

ぜひ考えて欲しいと思っています。以上です。 

○企画情報課長  田中先生から私の方で今まで何回か聞いているお話の中では、どういう

ものということでございますが、食品残渣、あるいは稲藁の関係、それからきのこ類の菌床

です。そういったようなものも含めてやりたいということでございます。 

○牧野 晶君  ６１ページ、職員費。今、テレビや新聞などでパートタイムや正職の違い

というのがよく言われているわけですが、市の臨時職員の待遇についてお聞きしたいのです

が。給料云々なんてことではなくて事例というか、例えば「貴方は来年から来ないでいいよ」

とか。そういうふうな話というのを、去年など確か広域連合等の関係でえらいぎりぎりにな

って言われたわけですよね、３月１５日頃というふうな。それで４月以降、３月１５日にな

って初めて採用しますよ、採用しませんよというのが、これは広域連合だけではなくて、全

庁的だったのかなというふうなちょっと。本当はこれは去年言おうと思ったのですが、それ

でも１年様子を見てからにしようかなといろいろ情報をとった限り、やはりちょっと臨時職

員に対しての採用、これから継続、継続しないという点についての話をするのが遅すぎるの

ではないかなという。 

身分がどうなるかというのは、大変臨時職員さんも不安視しているわけです。貴方は来な

くていいよというのだったら、それはそれで多少なりとももうちょっと、どの時点で言って

いるのか確認させていただければというのと。 

去年、これも言わせてもらったのが、今年も５パーセントの給与削減行くわけですけれど

も、５パーセントはどこに行ったのかという点を聞いてみたいという思い。 

あともう１個。６３ページでした。ちょうど中段の成人式。これはちょっと昨日個別で触

れたのですが、挨拶が長いのではないかという成人からの声があって、もうちょっと挨拶す

る方を減らして、逆に成人される方から言葉をいただいた方が成人としては盛り上がるとい

うか。盛り上がるためにするわけではないでしょうけれども、同じ世代の成人がどういうふ

うに考えているというのを聞くいい機会なわけですし、その点をご答弁いただければと思い

ます。以上３点、お願いします。 
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○総務課長  臨時職員の関係でございます。基本的には採用されるときに５カ月とか、６

カ月とかということで採用されますので、そこでその人の身分は切れるということで承知し

て採用させてもらっています。ただ、全体で言いますとかなりの４００名近い、保育士さん

から連合の衛生センターとかいろいろなところから多くの職員がいまして、臨時職員に頼ら

なければ回っていかないというところがありますので、その中で切れても次の採用につきま

しては、各職場ごとに補充がないような体制では困りますので、その中で大体うまく話し合

いが進んでスムーズにきているというふうに私は考えております。 

ただ、昨年の場合につきましては、特に連合関係につきましては組織が変わるということ

で、きちんとどうしますかと。特に待遇が賃金なども見直しが全部ありましたので、そうい

うときに次のとき来ていただけませんかとか、はっきりしたものをちょっと出しました。通

常の場合につきましては条件が同じですので、そんな中でその職場ごとにいろいろコミュニ

ティをとりながらスムーズに行っていると、こういうふうに私は考えております。 

あと５パーセントがどこへ行ったかということでございますが、間違いなく５パーセント

給与削減しておりますので、全体的な歳出予算の中で削減が消化されていると。各項目ごと

にその部分が使われているということで考えていただきたいと思います。特定しての削減の

部分ではありませんので、使用目的を決めての削減でありませんのでそういうふうに考えて

いただきたいと思います。 

それから成人式の関係につきましては、確かにいろいろな意見があります。式典はもっと

イベント的にやった方がいいかというような意見もありますが、成人者の皆さんといろいろ

今、代表者から出ていただきまして。今、募集して、結構かなり積極的に応募されている方

がおりますので、そういう方々と運営につきましては研究して進めております。特段大勢の

中でございますのでいろいろな意見が出るかと思いますが、大勢の意見につきましては今の

やり方でいいのではなかったのかなと思っています。これから先はまた今年度の成人の皆さ

んと相談していくべきだと思っております。以上でございます。 

○和田英夫君  ６５ページの広報公聴の関係かなと思うわけですけれども。３日間一般質

問をしまして、この本庁内はおそらく放送で流れていたと思うわけであります。かつて大和

庁舎、塩沢庁舎はどうなっているかと言えば、それはパソコンでつながっているようだとい

うことですが、今でもそうなのか。あるいはいわゆる新年度でもそういう考え方でやられて

いるのか、ちょっとお願いします。 

それから選挙費。８５ページの選挙費の件ですが、いわゆる期日前投票所。これは今まで

も３階よりも入り口辺りがいいのではないかという議論があったのですが、今回のこの２回

の選挙についての期日前投票所はどういうことになっているのか。 

それから、これは前に私もちょっと一般質問をしたのですが、同じような環境のところで

投票時間が１時間早く終わるようなところ、これは今の時代に不合理ではないかということ

ですが。今日は選管の委員長いませんけれども、この辺は投票時間ではどういうふうな見直

しがあったのか。いや、２年前の市会議員選挙と変わらないのか、その点をお伺いします。 
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○企画情報課長  議会の一般質問、それから市長の施政方針等々につきましては、確か昨

年の９月から庁内で今放送しております。流しております。パソコンで流しております。 

この本庁舎につきましては場内。この庁舎内も、一般の皆さんもここの庁舎にお越しいた

だければ聞けるということになっておりますけれども、塩沢、大和庁舎につきましては、ち

ょっと場内放送はやっておりませんけれども、パソコンでは放送しております。 

それからすみません。新年度も同じ体制でしばらくは行きたいと思っております。 

○総務課長  期日前投票の関係でございます。いろいろ投票場所を設定する関係などもあ

りまして見直しをいたしましたが、塩沢庁舎につきましては１階に下ろしました。あと、本

庁舎と大和庁舎につきましては、１階でちょっとスペースがとれなくて、２階で今、従来ど

おりのところということで考えております。 

それから投票時間の繰上でございますが、見直しをかけます。かけまして、そんなに早く

なくて済む箇所が出てきておりますので、今回の選挙から見直しをかけております。 

○和田英夫君  一般質問なり市長の施政方針について、大和、塩沢庁舎はパソコンでつな

いである。そうすると例えば初日の市長の施政方針、あるいは３日間の一般質問は、大和、

塩沢の庁舎の職員の皆さんは、パソコンをつけ放しで３日間見ていてもよいということでい

いですか。 

私が言いたいのは、おそらく市長のことだからそういうことはしないで、新年度には塩沢、

大和の庁舎は、音はそれほどボリューム上げなくても職員が聞ける体制をとっていたかなと

思って、今確認をしたのです。お客さんが、非常に問題がある市民センター的なところに、

今、一般質問だから、市長の施政方針だからちょっと待ってくださいなんて職員がパソコン

の画像なんて見ていていいのですか。 

企画情報課長、今の時代にそんなに本庁舎から各庁舎への音響のつなぎ方なんて――私は

それは素人ですけれども――難しくはないし、今、既におそらく大和も塩沢も庁内に音響の

施設はあるのですから。これを使わないでパソコンであなた方３日間見ていなさい、これは

ちょっと変ではありませんか、市長。 

また、問題のある本庁舎構想で残されたというか、その皆さんが同じ待遇で市長の施政方

針なり一般質問を聞かなくてよい――仕事をしないで聞いていてもいいのですけれども、こ

れはちょっとまずいと思います。 

○市   長  本庁も同じですけれども、仕事に支障のない範囲できちんとやってくれと

いうことを言ってありますから、お客さんが来たときに、こっちを見ていなければならない

からそれはだめですなど、絶対していません。（「パソコンを見ていなければ内容は入ってこ

ないんだから」の声あり）入るんです。（「まあそれはわかりました」の声あり）それで例え

ばそうであっても、職務に支障の出ることだけは絶対だめですということは、よく申し付け

てありますので、そういう方がいたらお知らせいただきたいし。 

この本庁の中だってそうなのですよ。音は聞こえますね。音は聞こえますけれども、それ

は仕事をしている最中にそれを聞いていて仕事の能率が落ちるとか、お客さんの対応が悪か
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ったなんて、それは絶対にだめです。それは申し上げてある。ですからそういうご心配は全

くいらないと思います。 

○和田英夫君  市長、大和、塩沢庁舎にも大勢の市民から行っていただきたいのです。そ

こでもちろんいろいろなことで職員と相談しなければならないし、今、一般質問のときだと、

本庁までは行けないが、庁舎へ行けば聞けると。これが私は大事だと思うのです。 

それで私はパソコンよりも、音響設備があるのだからそこへつないで、仕事に邪魔になら

ない程度で流して、関係する職員は聞き耳を立てながら仕事をやる。ああこれはうちの直接

でないからと言って仕事を真剣にやる。しかも市民もそこへ行けば聞けるということになれ

ば、それを・・・では、企画情報課長、そんなにそれはお金がかかって難しいことですか。

私はその辺はちょっと不勉強ですけれども、音響に流す、これはそんなに難しくお金がかか

ることですか。私は、これは市長、そのくらいのことはしてもらわなければならない。音に

流す。庁内に流す。市民センターのそこに、市民がよりどころにして行く。こういう流れを

やはりつくることは当たり前のことです。 

○市   長  今、この本庁舎で流しておりますが、大体実態を見ますと、傍聴に来た方

はちゃんと聞いていますよ。中でですね、ほとんどないのです。ないからしないということ

ではありません。これだって費用対効果がありますから、いくらかかるというというのはこ

れから企画情報課長が言いますけれども、それぞれの庁舎でそれを全部流すなんて言ったっ

て、それは和田さんちょっと。 

ＦＭゆきぐには何でやっていると思いますか。お金をかけてちゃんとやっているのです。

ですから、それは市民の皆さんがどう感じるかわかりませんが、私は３庁舎に全てその一般

質問だとか施政方針を音響で流すなんてことは全く考えたことはないんです。（「それは考え

が間違っている」の声あり）間違っていたらそれで結構ですけれども、私は考えていません。 

○企画情報課長  つないだ場合その金額がいくらかかるかという。確か電話線の関係だと

思いますけれども、ちょっと正直調べておりません。おりませんが、おそらく３００万～４

００万円はかかるだろうと思っております。ちょっと金額ははっきりしたことは申し上げら

れませんが。（「ちょっと調べてください」の声あり）はい。 

それで先ほどからお話しに出ておりますように、確かに和田さんの言われたこともわかり

ますし、確か議会放送をインターネットで。例えば長岡市あたりはインターネットで、庁舎

にお越しにならなくてもパソコンがあれば、放送を画面を通して見られるということになっ

ております。 

私どもはパソコンの中には、決して画面で見られるわけでございませんで、音だけで判断

しているわけでございますけれども。この六日町庁舎につきましては、前々から場内放送の

設備があって、この議場を使っていただければ、そういう放送設備があったものですから、

本庁舎だけ流しておりますけれども、塩沢、大和の庁舎の方に同じように流すということに

なりますと、確かにある程度お金をかけなければできない問題であります。 

そういうことで、議会放送をどこまで流すかというひとつのまた議論に発展してくるかと
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思いますので、またご相談させていただきたいと思いますが、なかなかちょっと難しいと思

います。 

○牛木芳雄君  ちょっと私は細かい話で恐縮ですが、２点ほどお願いをしたいと思います。

ページで言うと６９ページになるかと思うのですが庁舎管理の中です。私、いつも思ってい

るのですけれども応接室の椅子です。もうそろそろ替えてもらいたい。私は南魚沼市の顔だ

と思うのです。私はあの応接室に入ったのは、平の農業員のときは入れなかったわけですが

それ以降ですから、１０年くらい前からやっとお邪魔をするようになりましたけれども、大

事なお客様をおもてなしする場所だと思うのです。あるいは一部の幹部職員しか入れないわ

けですけれども、何かやはりきたならしくて嫌だ。毎日、毎日自分で使っているものは気づ

かないわけですけれども、初めて来たお客様があの椅子に座ってやはり気持ちいいわけがな

い。私は、財政の厳しい当市ですけれども、我慢にもほどがある。やはりもっときちんとし

た椅子でもってやってもらいたい。財政課長、どこかから捻り出して。なかったら補正でも

後で組んでやってもらいたいというふうに思っています。 

それから先ほどの選挙の話ですが、８５ページでしょうか。実は行政区長さんからこうい

う話があったのです。投票立会人の選任をお願いしたい。私はある何人かにお願いをして日

程の都合をつけていただいて、休んでいただいて、届けを出した。ひょっとしたら県会議員

選挙は無投票になる可能性があるわけだが、もしなかったらあれでしょうか。なかったから

といってそういう方の、いわば補償でもないですけれどもそれはどうなるのかなという話を

聞いたのです。それあたりはどういうふうな今、感じでいるのでしょうか。もうお願いはし

たと思うのです。それぞれ投票日は日曜日ですから、予定をつけて休む方は休んで、本来日

曜日だって仕事をしている方はありますから、そういう方はどういうふうな対応をとってい

るのかなというふうに思っています。 

そこで、県議会議員の一般選挙と、次の７月の参議院選挙があるわけですが、参議院選挙

費の中には投票開票管理者等報酬とういうものがあります。県議会議員の中にはこの投票開

票管理者等報酬はないのです。そうするとあれでしょうか、各投票所には投票立会人という

皆さんがいるわけでして、全市で合わせると相当な数になるわけですけれども、そういう方々

はこの県会議員選挙についてはどの項目から支出をされるのか。それをちょっとお聞かせい

ただきたい。 

○財政課長  応接室の椅子の件でございますが、よそからおいでいただいた時に、市の財

政状況をもろに肌で感じていただければ一番いい状況かなと、こう思っていたのですが、お

っしゃられるように不快感を与えているというようなことであれば、やはりちょっと考えな

ければなりませんので検討させていただきます。 

○総務課長  選挙の立会人の関係でございます。無投票になってお願いしなければ、それ

につきましては費用のお支払いいたしません。投票がなくなった時点で通知を差し上げまし

て、早めに連絡ができますので、そういうことになろうかと思います。 

それから項目につきましては、投票開票管理者等報酬という部分と、ちょっと書き方が違
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っているようですが、選挙長等の報酬と、こういう中に県議の場合は入っております。それ

から昨日の説明の中でもちょっと言いましたが、県議会選挙につきましては事前の準備が１

８年度の予算の中で行われております。ポスター等の設置とかそういう準備につきましての

費用は、今回２,８００万円の予算を１９年度では組んでおりますが、１８年度の中で７４０

万円ほど予算を組んでおります。その合算が費用ということになります。以上でございます。 

○牛木芳雄君  財政課長、そういうことで私も肌で感じていますが、やはり財政状況を、

というのではなくて、やせても枯れても６万３,０００人を有する南魚沼市ですから、もう３

０数年前に買ったかわかりませんけれども、私はやはりその辺は悪いから辛抱だとかそうい

うことではなくて、やはりもっと清潔できちんとしたお迎えをするべきだというふうに思っ

ていますが、ぜひともお願いいたします。 

○若井達男君  １点、お伺いします。８３ページ、税務課長の担当になろうかと思います

が、昨日説明いただきました滞納処分費ということです。常にこの滞納については頭を悩ま

せていると、いい方法というものを考えておられるわけだと思います。それでこの不動産鑑

定業務委託料を計上されており、説明ですとマンションについての評価を出してそれを差し

押さえる。そういうかたちで、そのうえに当然差し押さえとなればこれは処分というかたち

が出てくるわけですが、これは今は大体どの程度これを予定されておるか。この対象物件で

すが、あるか。 

そしてそのときにこれを差し押さえする前に予定されているものを評価を見て、出たもの

を見て差し押さえをかけるのか、差し押さえをかけていて評価を出すのか。その辺の方向は

どんなものですか、今の対象物件。そしてそのことによってどの程度、滞納、徴収金額です

かがある程度回収できるという、その辺はどの程度また見込まれておるか。それをひとつお

聞かせください。 

○税務課長  お尋ねにお答えいたします。率直に申し上げて実は私が具体的なプランを厳

密にもっておらないのですけれども、収納の方の話を聞いてみまするに、今まではやはり、

今回の鑑定にかける前に、今年も１件亡くなった方で相続人がないのを精算人を選任しまし

て競売にかけた事例があるように、収納のいわゆるレベルアップといいますか、ノウハウの

蓄積に１年ほどかけて努めてまいりました。その成果が若干現れたという経緯は若干、昨日

話しましたけれども、今回はその延長でありますけれども、大体件数でいきますと３件くら

いを予定しているというように聞いております。 

それで差し押さえが先か、評価が先かという議論は実は非常に面倒であります。私の知っ

ている範囲では、昨日も長くなるので端折りましたけれども、本来は無剰余公売の禁止とい

わゆるあがりのない競売をするなという前提があるのです。差し押さえの禁止は多分明文化

されていますが、公売の禁止はないのです。 

ただ、ようするに元々とれないものについて、むだな差し押さえをするなという言い方を

法律はしていますので、できないので本筋からいけば鑑定をかけてやるべきだと思います。

ただ、これは実は実際のせめぎ合いの中ではよその市だって当然研究していて、いろいろ聞
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いてみますと、そんなことを言ったらきりがないと。たとえその１０万円支払わなかったっ

て、やるためにはかけてしまえ、なんて乱暴なことを言う人もいないばかりではありません

けれども、やはり本道を行くとなればある程度目安をつけたいと思います。 

ただ、今の具体的なお話しにお答えするとすれば、素人でもある程度物件の計算はできる

と思うのです。鑑定にかけるまでもない。したがって実際やる段階になると、我々がある程

度、近傍類似なり実例を元にしてやって、一応押さえをかけると。それで実際売る段階に、

多分、裁判所にこれくらいだろうなどという値段ではだめなわけですから、一応客観的な数

字を出してお示しするために鑑定にかけるという段取りになると思います。 

正直申し上げて、この程度の認識でございますので、具体的手順についてはまだ実例があ

りませんけれども、勉強しながらやっていく中で答えを出させていただきたいと、こういう

ことでございます。 

○若井達男君  私はかねてより、やはりこういったものについては差し押さえをかけろと

いうことを、議員になってから言ってきております。ということは、確かに債権、こういっ

た滞納の回収については、何も手をかけないで待っていることはない。場合によれば所有者

そのものが、いつの間にかわからない中に移ってしまうということもやはりあるのです。そ

の前段には確かに抵当権設定等もあるわけですけれども、それらもいつの間にか抹消されて、

全く第三者に替わってしまった。そのときには手をつけてみようもないということも考えら

れるわけです。 

確かに昨日、入湯税に対して預金差し押さえかけたら、すぐたまげて払ったという説明も

聞いておりますし、これは２つのやはり見方があると思うのです。そういった差し押さえを

かけて競売にもっていく。そこで債権滞納税を徴収するという回収の方法と、あらためて所

有者が替わるということで、新しい所有者から固定資産税がいただけると。これはマンショ

ン管理組合が今、一番厳しいのです。組合がまわっていかないですね。実際のところ、今、

マンションは１万円で出ているのです。これが鑑定評価の結果かどうかは私は見ていないで

すけれども、ほぼ１万円で出ているのです。 

それはなぜかというと、所有者が替わっていただきたいと。替わってマンション管理費を

納めてもらう人から買ってもらいたいのだということなんですね。そしてこの所有者が替わ

るということについては、まず一番最初に当然のことながら、第三者に対向するための所有

権移転。これは国税ですよね。そしてそれを取得したところにかかってくるのが、県税とし

て取得税が入るわけです。そして持っていることによって市税が入るわけですので。 

やはりそういうところを見ると、２つの方法があるものですから、やはりこれはそういっ

た滞納等をもった者については、やはりどんどん差し押さえをかけていく。できることなら

所有者が替わって欲しいと。そういうかたちなものですから、昨日の課長の答弁はだいぶ前

向きに強い答弁がされておりますので、これを曲げることなく、ひとつ進めていっていただ

きたいというふうに考えております。 

○税務課長  おっしゃるとおりだと思っております。今まで私どもが競売にかけましても、
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価格そのものより、あれは税金はちゃらになってしまうから新しい所有者はいいのだけれど

も、管理組合者がまけないからお買いになれないとうケースも多くあったはずです。幸い私

どものところにも、管理組合さんも立ち行かなったということかどうかわかりませんけれど

も、今おっしゃられた内容で物件がある程度、把握できるとまでは言いませんけれども、情

報が入ってまいりますので、そのような方向でやらせていただきたいと思っております。 

議員おっしゃられたように、実は昨日も申し上げましたとおり、本来滞納していながら現在

の資産を使って収益を上げるのは社会正義に反するというのが我々の最終的な、大げさな言

い方ですが結論でございます。ただ問題は、そうやっても回収ができない場合、では自治体

は押さえただけでいいのかという次の問題があるわけです。資産の有効利用が社会の本来の

目的であると考えれば、我々はそこで本来ならば先に進むべきなのだけれども進めないとい

うのが、昨日の市長の答弁のバックにあるわけですから。私も今年に入りまして、市長には

具体的に情報は必要な都度あげますけれども、あえて全部あげなかったのは、そういう事情

でございますけれども、基本的にはご指摘のとおりでございますので、今後とも努力をして

まいります。よろしくお願いします。 

○寺口友彦君  ５点ほど質問させていただきます。手短にやりますので。まず６１ページ

の退職手当負担金でありますが、当市は退職手当引当金なるものを積んでいるのかというこ

とであります。 

次、６５ページですけれども、総合行政システムについてであります。市民センターを活

用してということでありますけれども自動交付機、この利用率はかなり上げていかなければ、

職員を絞った中でサービスを提供していくことになれば、当然自動交付機の利用率を上げな

ければならない。その手立てをどのようにお考えかということです。 

それから６７ページです。ネットワーク総合保守でありますが、これは指定管理者に委託

をしましたスポーツ施設、特に塩沢にあります大原運動公園でありますが、そこの管理につ

いてパソコンが利用できないという状況であります。なかなか使い勝手が悪いと言われてい

る部分にこういうのがありますので、それをパソコンを入れてその中で一元的に管理をする

ということは可能なのかどうか。 

それから７５ページであります。地域コミュニティの活性化事業であります。これは一般

質問でも市長にお伺いしました。予算の根拠はないということでありますが、私が考えてい

たのは各地区で実行されておりました敬老会、こういう決まりきった事業これをまず予算と

して、この活性化事業といいますかパイロット事業の中に入れていただいて、やはり旧大崎

地区で申しましても、行政区は非常に多くなる。そうした場合について、私は綱引きが始ま

るのではないかというような心配をしておるわけです。そういうところを懸念をされて、予

算立てをされたのだと思いますけれども、私はやはり市がやっていた事業をお願いしますと

いうかたちでの予算立てを考えなかったのかということであります。 

もう１点は循環バスであります。週３回の運行に切り替えていくということと、白ナンバ

ー云々についてであります。ワンコイン化をした場合について料金ということになれば、白
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ナンバーということは非常に難しい制限が出てきたと、そういう意味でありましょうが、確

かにうちの前などを通っているのを見ますと非常に人数が少ない。その中でも週３回という

考えを、実は１日の運行本数をぐっと絞るというかたちでのそういう練り直しといいますか

がされたと思うのですが、週３回になったというところをもう１回詳しくお願いします。 

○総務課長  最初の退職手当ての負担金でございます。当市の場合につきましては、総合

事務組合に加入しておりまして、そこに負担金を払いまして退職金の手当を準備しておりま

すので、各町での積立金はやっておりません。大きな市とか、大体市の場合につきましては

市が独自で積み立てているというケースが多かったようでございますし、市町村の場合につ

きましては、市町村総合事務組合とかそういうところに加入して手当をしていたと、そうい

うことでございますので団塊の世代の退職に対しての心配はないという考え方でございます。 

○企画情報課長  何点かございますが、もし落ちがありましたらまたお願いいたします。

まず６７ページのネットワークの関係。内部情報系システムのネットワーク関係だと思いま

すが、大原運動公園、今、国体の関係の事務所あたりでこの機器を使えないかということだ

と思いますけれども。内部情報系システムそのものが、今、私ども職員が使っているパソコ

ンの庁内ＬＡＮです。そういったものの内容でございまして、その事務所の設置位置、例え

ば国体関係の準備室が今の社会教育、国体準備室、市民会館の中ですね。ああいうところは

当然入っているわけでございますが、その場所を移して一時的にやるということになります

と、そこに庁内ＬＡＮに接続したパソコンを設置をしなくてはならないわけでございます。

それはどこの場所に事務所を新たに構えるかということもございますが、ちょっとそれは今

すぐここでは申し上げられないということでございますので、接続が可能という話はちょっ

と今すぐはできません。 

それから次はコミュニティの話かと思いますが、敬老会の話がございました。確かに敬老

会は今、各地域、行政区主体になってやっていただいているわけでございますけれども、コ

ミュニティの関係は地域コミュニティの提案事業の中で、それも計画されても結構ですとい

う話はそれぞれの区長さん方に説明会で話をしております。 

今、敬老会の方から敬老会の費用につきましては、ある程度の費用が出席者、あるいは欠

席者の関係で助成が出ているわけでございますけれどもそれも含めて、それをもう少し地域

で拡大をして、もう少し手厚い敬老会事業をやろうではないかということも提案事業の中に

組み込んでいただければ、それはやれるということでございます。 

ただ、それは地域の中のひとつの、塩沢なら塩沢の地域の中でのコミュニティ活動の一貫

でございますので、まとまっていただいてそういうことに取り組もうということであれば、

それはそれでまた結構だと思いますけれども、それはそのように計画をしていただきたいと

思っております。 

もうひとつはバスの関係でございます。塩沢の地域は、週５回、週に５日ですね、運行し

ておりました。それを１８年度の実績から週３回に落としております。もうひとつは今年度

１９年度につきましても同じ実績に基づきまして、運行したいということで考えております
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けれども。今、確か塩沢地域の循環バスの乗車人数はおそらく年間通して６,０００人くらい

だと記憶しております。その皆さんのニーズに応えるために、本当は毎日運行できれば一番

いいわけでございますけれども、なかなかそこまでちょっとできませんので当面週３回とい

うかたちでお願いをしておりますし、路線の見直し、時間的な見直し、それは当然有料化に

伴います検討事項でございますので、それは加味しながら検討させていただくということで

ございます。 

○市民課長  自動交付機の利用率の向上でございます。昨日の関議員のご質問にもお答え

しましたように、ただ今カードが５,０００枚くらいしか暗証番号を登録していないというこ

とでございますので、この部分をいかに登録を多くの方からしてもらえるか。これを登録し

てもらわないとなかなか休日、夜間等に使えないということがありますので、これの登録の

向上ということがまず一番だろうと思っています。ここら辺をピーアールしていきたいと思

っています。 

それから住基カード等で交付ができるようにするということもひとつありますけれども、

住基カードは現在のところまだ２０１枚しか交付していないということで、とても普及が上

がっているという状況ではございませんし、これを使えるようにするには、今のシステムの

改修に１,５００万円からかかってくるというような状況でございます。 

そういう状況でございますので、今の暗証番号を多くの方から登録してもらうということ

でございますけれども、現在の自動交付機が各庁舎にございますが、なかなか操作も煩雑だ

という声も聞いております。お年を召した方にはちょっと操作が複雑ではないかというよう

なこともありますので、そこら辺の改善がひとつありましょうし、場所が庁舎にありますと、

わざわざここまで来たのに窓口に行った方が簡単だということで、安易に窓口で請求すると

いうこともございます。これをコンビニとかスーパーとかに置くようになれば、また利用率

も上がるのですけれども、それはちょっと戸籍が入っているということで非常に難しい状況

がございます。 

そういった状況ですので、とりあえず窓口に来られた方には極力ピーアールをしてお願い

をしているところでございますし、昨日も申し上げましたように、手数料に格差をつけると

か、多少下げるとか、そういったいろいろな手当てを今後も考えていきたいというふうに思

っております。 

○寺口友彦君  自動交付機でありますが、ようするに玄関のところに、何々証明書はこち

らですというようなものを大きく書いて、そうしてあげればここだな、というふうに思って

いただける。そうすれば自動的に増えていくのだと思います。確かにその手数料云々も結構

です。そういうかたちで何としてもその利用率を、私は５０パーセントまでは言いませんけ

れどもそれに近づける。１００パーセントくらいまでいくというくらいにしていただかない

と、市民センターの職員がそんなものにいちいち関わってはいられないというのが出てくる

わけですから、そこは何としても利用率を上げるという方向で頑張ってもらいたい。 

それから先ほどの企画情報課長ですけれどもワンコインの部分で。要するにワンコインに
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した場合については、白ナンバーとはちょっと非常に厳しいかなという部分であろうと思う

のですけれども、そうしますと１０月くらいに考えていた実施というのは非常に厳しくなっ

てきたのではないかなと思いますので、そこら辺も含めてお願いしたい。 

私は週５日回せというわけではありません。今までの同じ本数で、朝何便、夜何便とかい

うふうに限定をすれば、私は５日間回せるのではないかと思うのです。だから本数を何べん

も回すというのではなくて、本数を絞ったかたちでやるのではないかというふうにお考えを

聞きたいということであります。 

それから大原運動公園でありますが、実は管理棟です。管理棟にパソコンがないのです。

運動公園の管理棟に。あそこにパソコンがあれば全て検索できるわけですね。特に予約云々

については非常にあそこは難しい地域でありますので、それを台帳で今やっているという状

況があります。やりとりがファックスになっている。そんな時代遅れなことをやっていれば、

何かあった場合いについてはクレームがつくのは当然であります。 

国体云々は別にしまして、あそこにいろいろな施設が集まっているわけですから、管理棟

にパソコンを置くと。管理人がずっといるわけですから。そういうのはセキュリティ等で非

常に難しい点があればそれはしょうがないですけど、それは検討していっていただきたいと

いうふうに思っております。 

○市民課長  ご指摘のように看板等は非常に有効だかと思っておりますので、検討したい

と思います。現在のところ交付率が８月時点の実績で８.７パーセント程度でございました。

全国の中ではトップは京都府のある町で４４.４９パーセントということで情報もございま

す。それから手数料を減額している団体が、減額していない団体よりも倍近い交付率が上が

っているというようなデータもございますので、またそこら辺も含めて検討させていただき

たいと思います。ありがとうございました。 

○企画情報課長  まずバスの関係でございますが、昨日もちょっと申し上げましたが、早

ければ１０月頃からという話を私、確かに申し上げましたし、そのように取り組みをできれ

ばしたいと思っておりましたが、昨日申し上げましたようにそれぞれの協議会のメンバー、

タクシー会社さん、あるいはバス会社さん等がおりましてその皆さんと先般２～３日前に話

をしたところでございます。角谷さんもその１員でございますが、なかなか白ナンバーでは

バス交通の空白地帯に、今、実態があたらないということで、白ナンバーでは有料化に踏み

込むこと自体はちょっと難しいという判断が下されました。 

したがいまして、青ナンバーということになるわけですけれども、青ナンバーということ

になれば、当然、道路運送法の規定に基づきまして、そういう資格をもった会社、組織でな

ければやれないわけでございますので、それには委託をさせてもらうと。有料化に踏み込む

段階では委託にさせていただかなければ実行できないのかなという判断でございます。 

ただ、その経費がどれくらいかかるかというひとつ問題もありますけれども、したがいま

して、その検討期間がこの半年間ではちょっと難しいということで、ちょっと１年間、都市

再生モデルを続行しながら研究をさせていただきたいというのが、正直なところでございま
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す。 

塩沢の関係の週５回、要は週５日を路線の本数を減らしてというお話しでございますけれ

ども、元々これはそう大きな１日あたりの本数が走っている話ではないと思うのです。１日

確か２便くらいしか通っていないのではないかと思っています。したがいまして、それを減

らしてまでということになりますと、もう減らすという手段ができませんので、結果的には

その週３日を週５日に、あるいは４日にということになるわけですけれども、今回の私ども

の予算計上は１８年度の実績を見てということで判断をさせていただきましたので、この点

でご容赦いただきたいと思っております。 

それから大原運動公園の管理棟にパソコンをということでございますけれども、当然これ

は庁内ＬＡＮ、私どもが使っているものと同じものをということになりますと、そこに光ケ

ーブル等々の関係もございますので、ちょっと今すぐ接続できるという話を私が今出来ない

のですが、実態を一度その国体準備室の方で確認をさせていただきまして、対応させていた

だきたいと思います。ただ、設置ができるという話ではございませんので、お願いいたしま

す。 

○駒形正博君  １点だけ伺います。６５ページ、電算対策事業費でありますが、この中の

委託費、業務委託費、これは１億６,５００万円ですか、こういう巨額な金が上がっているわ

けです。これは大和町当時も提案したことがあるのですが、これだけの業務を委託するとす

れば、専門職員、こうしたことに対する専門職員を採用して対応した方が安く上がるのでは

ないかというふうな気がいたします。 

大和町当時の頃では行政区も小さかったし、機器も少なかったのですが、３町が合併して、

委託費の他に使用料、リース料、その他に５,１００万円別に払っているわけですから、この

１億６,５００万円という金の中で専門職員を何人採用すればこの業務が直接できるのかは

ちょっと私はわかりませんが、そうした試算をしてみる価値があるのではないかと。 

この他にまた土木費の方を見ますと、測量委託費、あるいは設計委託費、この委託費とい

うものが非常に多く、以前から見ると多くなっております。これは専門職員を採用するより

も委託に出した方が効率的だということで委託費が増えた経過がございますが、この電算業

務については２８０億円の予算を消化する、５００億円の予算を消化する市としては、専門

職員を採用して対応することと、委託費として支払うもののどちらが、という検討をしてみ

る価値があるのではないかというふうに思うわけですが、市長のお考えを伺います。 

○市   長  この電算業務関係につきましては、前にも確かそういうお話しがちょっと

ありまして、では専門職を育ててどうだと。しかし、この機械のシステムということになり

ますと、私どもが全部開発をしてそれを組み込んでいければそれでいいのでしょうけれども、

結局どこかの会社が開発したシステムでありますので、それを職員がということにはちょっ

とならない。 

測量とか設計とかは、これは技術が上がったりあるいは人的な手間がそこに入るようであ

れば、当然できます。今まではそういう部分は本当に測量設計は全部ずっと委託で進めてき
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ましたが、やはりこれからはそれをするならやはり職員を相当減らさなければなりません。

やはり本来、現場へ行って測量をしてそして自分で設計するというのが、これはやはりいい

設計書を作る基本ですね、本当は。ですので、私はそういう道もやはりちょっとこれからあ

らためてもう一度模索してみたいと思っています。現場を見る。そして自分で考えて設計を

するということ、これは本来大事なことですので。 

その辺はそういうことができると思いますが、この電算の方はちょっと専門家、ちょっと

話してください。どうもできづらいと思うのですけれども、担当課長にもう一度説明させま

す。 

○企画情報課長  市長が申し上げたとおりでございまして、私は電算関係が明るくないわ

けでございますが、委託料だけで１億６,５００万円。このうちＧＩＳの関係が１億円入って

いるわけでございまして、その他でも６,５００万円、高額の各種の保守委託等々が入ってお

ります。 

なかなかその機器を専門に扱うソフト開発、あるいはそれを保守点検をしていただくメー

カーさん、そのいろいろやりとりがあるわけですけれども、なかなかこれは専門の職員を１

人雇うというか抱え込んでこれに対応するということになりますと。結構でも私どもの課の

係の中には結構明るい職員もいるのですけれども、それでもなかなか一手には賄いきれない

というところがございまして、ちょっとなかなかその専門職を雇いあげて対応するというこ

とにつきましては、ちょっと難しいかなというような私も気がしておりますが、その辺でご

容赦いただきたいと思います。 

○駒形正博君  私は自分でパソコンなどというものはコンセントにスイッチを入れるだけ

で、その後は全然進まない。私が質問したのはちょっと視野が違ったかな、質問の角度が違

ったかなと思ったのですが。非常にこの中を見ると業務委託料、委託料ですね、リース料で

はなくて。非常に１億６,５００万円という膨大な金だなという印象があります。即、それは

無理だという返事が返ってきたわけですが、一応、わかりやすく説明できるように検討だけ

はしてみてください。以上お願いして質問を終わります。 

○議   長  質疑を終わることにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。よって、第２款、総務費に対する質疑を終わります。 

○議   長  第３款、民生費の説明を求めます。 

○福祉課長  （説明を行う。） 

○子育て支援課長  （説明を行う。） 

○福祉課長  （説明を行う。） 

○議   長  暫時休憩といたします。休憩後の再開は１１時３０分といたします。 

（午前１１時１２分） 

○議   長  休憩前に引き続き本会議を再開いたします。 

（午前１１時３０分） 
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○議   長  ３款、民生費に対する質疑を行います。 

○種村充夫君  １点だけお聞きをしますが、１０９ページ、学童保育の関係であります。

学童保育の送迎委託料というのが２００万円上がっていますけれども、何箇所で何人で、そ

れから保護者負担でそれが全部賄えるのか。逆に言いますと、１人６,５００円の経費をもら

っているわけですが、何人くらいいるのかわからないけれどもその２００万円のお金を使っ

て、いちいち送り迎えまでしなければならないというのも何かちょっと疑問があるようです。 

私が見ていますに、必ずしも鍵っ子といいますか、家へ行っても誰もいなくても、金さえ

６,５００円出せば全部学童保育にやっておく家庭もあるようですので、その辺も含めた中で

少しこう、全部、何ていいますか足らない分は税金から負担をする必要があるのかないのか

あたりも含めてちょっとご答弁をお願いします。 

○子育て支援課長  学童保育の送迎委託、送りの委託料ということですが、一応４コース、

４つの学校からの送りを考えておりまして、２回ということであります。特に学童保育事業

につきましては、１年生から３年生の比較的学年の小さいお子さんが主たる制度にのる内容

であります。 

しがたいまして、学校での授業の関係で１年生と３年生だと１時間ほどの差が生じてしま

うということで、通常は市の福祉バスなり、あるいは校務員さんが空いている時間を工夫し

ながら送ってきたわけでありますが、とてもではないが１時間の差を埋めるだけの人数を校

務員さんだけでは対応できないというようなことで、１年間、私どもの課の職員が連絡があ

った場合に行ってきたわけであります。 

とてもではないが、そう対応しきれる問題でもないということもありましたし、中之島の

方も開設されるというようなことから、市の公用車を、あるいは学校に配置をされている車

をうまく活用しながら、そこにその時間帯に行っていただいて、その学校からその学童に送

り届けてもらうということであります。 

したがって、各学校の近くに学童保育がないとう現状からしますれば、歩いてそこに行け

というわけにはちょっといかないのが実態でございますので、６,５００円をいただいている

さらにという問題は当然ありますが、私どもの方で送りをしているというのが実態でありま

す。実情はそういう、終業時間に差が出るということであります。 

○種村充夫君  何ていいますか、例えば逆に言うと私どもの城内の場合などを見てみます

と、家庭にじいちゃん、ばあちゃんがいるような人たちもそこにやっている家庭がいっぱい

あるわけです。そうしますと送迎云々は別としても、もし、じいちゃん、ばあちゃんが例え

ばいるのであれば、その人たちが授業が終わる段階で行ってきちんとちゃんと施設まで送っ

ていくというようなかたちで、ある程度自分たちでやるという考え方を持つのもひとつの道

だと思うのですが。全てが公共が何でもやるのだというかたちは、やはりちょっと私は疑問

がありますので、その辺は少しやはり考えてもらいたいと思います。 

○子育て支援課長  ご指摘の点はまさにそのとおりであります。ただ、学童保育事業につ

きましては、働く保護者の支援という考え方が主体でありますので、お家にどなたさんかお
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られる家庭の学童保育というのは突き詰めて申し上げれば、適切な入所の方法ではなかった

というようなことも言えるかもしれません。基本的には働く保護者の支援というかたちであ

りますので、家には誰もいないというのが基本になっております。ただ、自己負担のあり方

については、今ほどのご提言がありましたので、今後どういったかたちで費用負担を考えて

いくかということについては研究をさせていただきたいと思います。以上です。 

○井上正三君  めったに質問しないので、議長さんありがとうございます。９７ページの

敬老会の件でちょっとお聞かせいただきたいと思います。実は私の集落では個人情報という

ような問題がありますけれども、全家庭から同意をいただいて、毎年、１月１日現在の長寿

番付を作っております。私の集落では２４０名からの６５歳以上がいるわけですが、下から

順番に行くと私が今、満６７歳ですが、まだ３段目の８枚目くらいです。大体７０代は前頭、

それから小結にあがるあたりで８０代始めからです。男女に分けてやっているのですが、こ

の敬老会も大変先輩を敬うということでいい事業ですけれども、過去の出席の状況などがど

んなことになっているのかということを聞いてみたい。 

それから一部、対象者に聞くと、８０歳くらいからでいいのではないかと。「７５くらいで

は俺は敬老会に行がれない」と、こういう人が大勢いますので、市の財政もさることながら、

そういう部分、あまり出席がないのであれば８０歳から８８歳と１００歳にお祝いをいただ

くという段取でもいいのではないかというような、私はそういう見解を持っているのですが。

見解を聞くだけで結構でございますので、福祉課長なり市長なりお願いしたいと思います。 

○市   長  今、ご承知のように７７歳、これは喜寿。そこからということで、これは

しばらく続けてみたいと思っているのです。やはり７５からなられると思ったら今度は７７

に上がったとかそういう部分もありまして、７７にしたのが合併のとき。ですので、もうし

ばらく７７でやらせていただきたいと思っております。本来、大勢出てきていただきたいと

いうことで方法も変えたりしてやっていますので、もうしばらく７７というところでご勘弁

いただきたいと思います。ご勘弁でもないか。 

○福祉課長  １８年度の実績でいきますと、５６.６パーセントの出席でございます。対象

者は７,８６１人ということで、８,０００人近くなっております。これはそれぞれ集落ごと

に開催をさせていただいているということで、例えば六日町であれば４地区とか、塩沢も４

地区とかとやっていたのですが、そういうときには４０パーセント台だったのですが、身近

でやったことによって１０パーセントくらい上がったというふうな状況でございます。 

○関 昭夫君  今の敬老会事業の関係ですが、この敬老事業の助成金、今、出席者と出席

しない方と助成金額が違うという扱いをして、当然そうなるとどのくらいの人数を見込んで、

どういう内容でという計画を立てて、また報告も何人参加してと。非常に地域にとっても煩

雑であり、逆にまた市側も計画を見なくてはいけない、報告も見なくてはいけないと事務が

増えているだけではないかと。対象人数の把握は当然できているわけですので、集落なり、

実施する組織に対して、参加・不参加のことも含めてやはり配慮をするという方向で話をし

ながら統一して、対象人数で交付をするというようなかたちに変えていくことはできないの
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かどうなのか、この辺を１点。 

それから１１３ページ、児童福祉施設関係の常設保育園です。先ほど直接聞いたので、上

町保育園の関係を指定管理者に移行したと。民間に移っていくということで、どういう効果

が、というのは直接聞いてありますけれども、おそらく誰かが聞くと思いますのでその辺の

効果、実際にどうなっているのかという部分をもう少し詳しく説明をお願いしたい。 

それから同じく常設保育園ですが、少子化になってそれぞれの保育園の定員に対して人数

がかなり減っているのではないかという気がしています。当然そうなってくると、年中、年

長が一緒の中で保育されているとかという部分もあります。小学校に入学する間近になって

は多少分けているようですが、そういうことが逆に弊害になりはしないかという気もしてい

るのです。一般質問でもその辺も含めて、幼保連携とかもあるので同じところが見たほうが

いいのではないかという意味あいで話をしたわけですけれども、入所の状況や何かも含めて

統廃合とかを今後考えていくのかどうなのか。たまたま学校区の再編という話もありました

ので、その辺も含めてどういうお考えを持っているのかお聞かせをいただきたいと思います。 

○福祉課長  関議員言われるように、事務が本当に煩雑になっておりまして、事務局とし

ても対応に苦慮しているところでございます。最初に出席、欠席に対して差をつけていた方

がいいではないかといういろいろ意見をいただいたものですから、こういったかたちで、今、

出席ですと２,３００円、欠席ですと１,５００円というかたちにさせていただきました。 

このやり方になって、合併後というふうなことで定着をまだしていませんので、早々制度

をいろいろ変えますとまた現場で戸惑いもありますので、もう少しちょっと状況を見させて

いただいて、事務局としてもできれば統一させていただければやりやすいと思っております。 

その清算の方法ですが、皆さん全員から予定をあげていただいて清算するのが本筋ですが、

２００人程度を超える方については清算方式をとっておりますが、それに満たない方につい

ては精度の高い計画を立てていただいて、それでそのままいこうということで今、やってお

ります。そういったところについてはそんなに煩雑な部分はないかと思いますが。そういう

ことでございます。 

○子育て支援課長  それでは何点かご質問がありましたが、落ちがありましたらまたご指

摘いただきたいと思います。まず１点目の指定管理者制度に移行が上町保育園がなされるわ

けでございますが、これへの財政の削減的な効果はどうだということのご質問だと思います。 

この点につきましては、いろいろな角度から試算が可能だろうというふうに思いますし、

どれが適切かというようなことはなかなか出ないわけでありますが、単純な計算で比較をし

た場合でありますが、職員の給与費、あるいは物件費、あるいは補助費等々があるわけでご

ざいますが、それらの合計からした場合で公が行った場合と民間に委託した場合はどうかと、

こういう比較もできるわけであります。その関係でした場合でございますが、平成１７年度

の決算額からの推計になりますので多少数字がずれますが、現在の保育園児一人あたりに要

する費用の推計でございます。年間の一人あたりの費用額につきましては、平均、施設の中

では約２,０００人保育園が保育しているわけでありますが、市の負担額といたしましては９
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１万円ほどかかっておるという内容でございます。 

逆に保育の委託につきましては、国の基準で運営費を委託をするわけでありますので、一

人あたりの金額はどうなるかということでありますが、この金額が決算額からの推計で約６

４万円であります。したがいましてこの差し引きを見ますと、約２７万円ほど公立でやった

場合と民間に委託した場合に差が生じると。この比較でいきますれば。 

したがいまして、これに仮に入所定員であります１１０人を単純にかけますと、約２,９０

０万円ほど公立でやる部分よりも民間に委託した方が、財政的には削減効果が出るだろうと

いうふうな計算が成り立つわけであります。 

なお、公設民営につきましては、人員削減等につきましては、財政健全化の計画の中で既

に計画をされている職員の定数削減の中での動きでありますので、いきおいこの金額がすぽ

んと浮いて他に、というようなことにはならないわけですけれども、長い目で見ていく中で

は、大きな削減効果が出るだろうというふうに考えておるところでございます。 

それから２点目の定員割れの関係であります。確かに全体的には都市部といいますか、市

街地周辺のところにつきましては定員を超えて入りきれないという要望がありますが、市全

体の保育園、公立２２カ所を見ますれば、トータル的には８割程度の充足になっております。 

したがって、今後、建物も非常に老朽化をしているところがあるわけですから、保育園の

整備計画を樹立しながら、公設民営認定子ども園でありますができるところはそれをやりな

がら、端的に言いますと浦佐保育園と浦佐幼稚園の関係が直近にあるわけです。その他につ

きましても、公設民営で民間に委託できる部分、市街地の部分が中心になるわけであります

が、やっていかなければ当然定員が割れてしまうというような部分もありますので、今後は

保育園の整備計画を総合計画とのすり合わせの中で立てながらやっていきたいというふうに

考えておるところであります。もちろん認定子ども園の関係も視野に入れながら、というこ

とであります。以上です。 

○議   長  昼食のため、休憩といたします。 

 休憩後の再開は１時といたします。 

（午前１１時４５分） 

○議   長  休憩前に引き続き本会議を再開いたします。 

（午後１時００分） 

○議   長  民生費に対する質疑を行います。 

○山田 勝君  ２点ほど伺いたいと思います。確定申告があったわけですが、ページにす

れば９７が該当するのかどうだか、障害者控除という点についてです。障害者控除というの

が、所得税・住民税で控除できるわけですが、手帳の交付がなくても障害者に準ずる人とい

うことで市町村長の認定で控除を受けることができるわけです。要介護の認定者にはそれが

該当できるのではないかということで、そういうことで要介護認定者に控除ができますよと

いう通知を出しているのか。またはそういうことは全然活用していないのか。実際に控除さ

れているのか。そういったことをちょっと伺いたいと思います。 
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もう１点が１０９ページ、学童保育です。中之島の方についても希望がすぐ集まったとい

うことで、１０カ所、非常にいいことだと思います。そういった学童保育のその適正規模、

それから運用基準、それらについてどうなっているのか伺いたいと思います。 

○福祉課長  山田議員言われるように、障害者手帳を所持していなくても同じような状態

の方については障害者控除は受けられるというふうなことで議員の皆さんの方から提案をい

ただきまして、この１８年の確定申告、今やっている確定申告の段階から私どもの方で介護

認定の調書を確認しまして、該当になる方については通知を差し上げて認定書もあわせて配

付させていただきました。それで利用される方は利用していただくということで。 

それとあわせて、それを使用したかどうだか、今後そういった通知が必要だかどうだかと

いうアンケートも今回とらせていただいてあります。その結果を見て、今年のように全員に

配付するのをどうするか、検討させていただきたいというふうに思っております。実施して

おります。 

○子育て支援課長  学童保育の関係の規模、運用基準ということのお尋ねだと思います。

学童保育を開設するにあたり、まず基本的にはいつも申しておりますが、各地域に１カ所程

度というかたちで推進をしてきているところであります。その次には国の補助基準があるわ

けでございまして、放課後児童健全育成事業という事業に乗れるか乗れないかというような

ことであります。まず第一義的にはそこに乗るには、年間の登録児童通年で１０人以上がま

ず補助の基準でありますので、最低限その人数以上を確保していただきたいということであ

ります。それぞれ１０人から２０人、あるいは２０人から３５人、段階ごとにそれぞれ若干

補助金額は違いますが、その基準に乗せてやっていただくということです。 

運用の基準でありますが、施設の規模に制約がございます。いくら希望があってもなかな

か施設がそう自由に増やせるという状態にないわけでございますので、働く保護者の支援と

いう事業の趣旨でございますので、定員が大きく超えた場合にはそこには入所申し込み等の

面談をやりながら、実態に即して支援が必要な人たちから優先的に入っていただくという考

え方でございます。以上です。 

○山田 勝君  福祉課長、ありがとうございました。 

学童保育の方ですけれども、運営基準――内部の方のどうする、こうするという、子ども

たちをどうしていくのだという、そういう内部の基準はございますか。 

○子育て支援課長  学童保育の運営につきましては、協議会が組織をされておりまして、

その協議会の中でそれぞれ基準をつくりまして指導員の研修等を行いながら実施をしている

ところでありますので、その基準に基づいて運営をさせてもらっているというところであり

ます。 

ただ、主体的には全て市がそこに関わるということでなくて、保護者会を主体とした中で

柔軟な対応ができるようにというのが、協議会委託の意向の方向でもあります。したがいま

して一定の基準はありますが、その基準を踏まえながら、各学童で特色のある保護者会の意

見を反映しながら運営をしていくというのが基本であります。以上です。 
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○高橋郁夫君  １１３ページのここには保育園の非常勤の職員というかたちですが、保育

園に関わらず、非常勤の特に女性の方のことについてちょっとお伺いしたいのですけれども。

市でも子育て支援とか、いろいろ少子化問題に取り組んでいる中で、非常勤の女性の方は、

例えば結婚をして子どもを産む場合、普通の職員と違って多分、産休ということにはならな

いと思うのです。 

産休にならないにしても、例えば１月、２月頃は子どもさんが生まれるにして、先ほどの

答弁ですと１年間の契約であるので、３月に締めて４月にまた新規採用というかたちになる

のでしょうけれども、その新規採用の時点で、例えばまだ普通でいえば産休をもらわなくて

はならない状態でいたとき。そうすると結局新しく勤めはできないわけですけれども、そう

いった場合の方たちについてどういった対処をしているのか、お伺いしたいと思います。 

○子育て支援課長  臨時職員が採用され、期間を決めて採用されたときに例えば産休に入

ったというような場合です。私ども、非常に臨時職員を頼むというときは必ずそこにずっと

常時勤めてもらわなければいけないというものがありますので、保育園の現場に限っては、

そういう育休なり、産休に入る人たちについては、大変申しわけないですけれども採用はし

ておりません。 

ただ、正職員が育休、産休を制度を活用して休むというのはありますので、その部分は臨

時の職員で対応しているというかたちですので、臨時職員が産休、育休というのは１年単位

の雇用ですので、そういうことは私どもは考えておりません。保育園の現場では。 

○高橋郁夫君  何て言うか、市でも子どもをいっぱい産んでいただこうという政策の中で、

例えば臨時職員であっても若い方たちが勤めている中で、また結婚して子どもを産んだとす

る。やっと２年、３年保育園でいえば慣れたところで、例えば子どもが生まれて、ではそこ

でもって採用しないから辞めていただきます。そしてその後、またそれが済んでから優先的

にまた入るようなかたちになっているのかどうなのか、わからないのですけれどもそこらあ

たり。 

もうその時点でもってばつですよ、ということですと、せっかく子どもさんを産んで、普

通で言う産休が終わった時点で仕事を勤めようとしても、今度はなお家計が苦しいわけです

から、やはり仕事はしなくてはという意識はあると思うのです。そこでそういったものがな

ければ、では今度はだんだん若い人はまた家計的に苦しくなるのではないかと思うのですけ

れども、そこらあたりどうなのでしょうか。 

○財政課長  担当は総務課長の方ですが、私の方でちょっとお答えさせていただきます。

今の状況ですと、お気持ちは本当に十分わかっているのですけれども、１人の臨時職員を採

用するに、やはり６人、７人という応募があって、そういう中でたまたまその人が採用にな

ったという、他の人から見ればあの人はうまくやったというような、そういうような状況に

なっております。そういう特定の人にまたそういう産休のいろいろの恩典を与えるとか何と

かということになるとかなりしめしがつかないような状況でございますので、そこはそうい

うことで線を引かせていただいて、大勢の人からそういう職場についていただくということ
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も他の面から見ればまたいいことですので、そのようなかたちでさせていただいております。 

○宮田俊之君  ９７ページのことで１点お伺いいたします。南魚沼市シルバー人材センタ

ーの運営補助金の内容につきまして、昨年度も同じ質問をしておりますので、進捗があれば

お答えいただきたいと思うのですが。こちらで１,５００万円ほど支出するというふうになっ

ておりますが、売り上げの方も年間で２億円でしたでしょうか、３億円でしょうかあるとい

うことで、民業さえ圧迫しなければどんどんと伸ばしていただきたいと思うのですけれども。 

先ほど、総務の方でありました宿日直だとか、今回も運転手をお願いするということで、

業務の中身が危険といいますか、事故だとかいろいろそういった部分もこれから増えてくる

と思うのです。シルバー人材センターの仕事の発注といいますかお願いの仕方を見ると、最

後にはやはり個人の責任で仕事を請けてもらうというふうになっているようです。やはり安

心して働くという部分では――お金はもらえるのでしょうけれども、そういった安心なとこ

ろはちょっと少ないのかなと思います。市の方からこうやって補助金を出すのであれば、そ

ういった待遇面の改善といいますか、そういう目的を持って支出する方が私はよりいいので

はないかというふうに思いますが、その中身についてお尋ねいたします。 

○福祉課長  シルバー人材センターにつきましては、年々増額の事業をこなしていただい

ております。ただ、１８年度は設立より２０年経ったのですが初めて減少に移ったというこ

とで、この原因はやはり私どもの公共の方の発注がかなり減ったというふうなことです。六

日町地域の集落センター等の管理人等が今まで委託されていたわけですが、そういった方が

廃止になったというふうなものもあります。 

そういった公共の部分が大分減っているということで、シルバー人材センターが今までみ

たいに右肩上がりというのは難しい状況に入ってきているのかなと思います。これからどう

いった種目、方向に行くのか。これから子育て支援だとか、介護の支援だとかそういった方

を目指しているようですが、そういった部分でまた事業費を増額していくような取り組み、

努力が必要になるかというふうに思っております。 

私どもが１,５００万円ほど補助をしておりますが、これは運営費というふうなことで、基

本的には人件費レベルで補助しております。ただ、合併前までは本当にその人件費に対して

いくら、それを補助していたということですが、今の補助の仕方はこのシルバー人材センタ

ーの連合会の方から交付金――会員数だとかそういったものにあわせて、それぞれのセンタ

ーの方にいくらというふうな交付金が来ます。その額が市町村から補助をした額と同額が来

ますよというふうなことになっておりまして、逆に市の方で減額すると連合の補助金が下が

るというふうなことになりますので、うちの方では連合が補助している額を湯沢町さんと協

力して、その分だけは補助しているというふうな状況でございます。それで、現在３億円く

らいの事業をしておりますが、そういった中での湯沢町とあわせて１,７７５万円という補助

金になっております。 

それで今ほどありました、個人の方が業務にあたっていろいろ事故等の保障の問題ですが、

傷害保険も入っておりますし、作業にともなって賠償が生じた場合その賠償保険というのも
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シルバー人材センターの方で加入をして、それに対応しているわけです。ただ、なかなかそ

ういった例えば怪我をされた方に対して、見舞金程度ですので納得いくような保障になって

いるかというのは、それは現実的には厳しい部分があると思いますが。そういったことで、

シルバー人材センターでもできる対応はしていただいているというふうなことでございます。 

事故の方も４件、５件と毎年その程度、１０件未満だと思いますが起きておりますので、

その事故防止について、私ども補助者としても会がある都度に、安全確保について指導をさ

せていただいておるということです。事故がないのが一番でございますので、そういったこ

とで対応させていただいております。 

○阿部久夫君  １点だけお聞きいたします。１１５ページの生活保護費でございます。生

活保護費というと、最近非常に全国的にも市議会の中や各自治体でも大変な問題になってい

るというような話を聞きます。当南魚沼市も先ほどの説明の中で８０世帯、１００人の方が

いるとありました。 

この生活保護費をもらうにはそれ相当の確かかなり厳しい基準があるのだろうと思います

けれども、とかくこの生活保護費をもらってしまえばなかなか。その中でも一番働く意欲。

働く意欲がなければなかなか該当しないというような話を聞いていますけれども、一度こう

いった生活保護費をなると働くということが非常に大変。しかし、こういった方にもきちん

とした働く意欲を持って、できるだけこういった生活保護費をもらわない方がいいとは思う

のですが、そういったことに対して市ではどのような基準というか対応になさって、そして

やっているのか、その点をちょっとお願いいたします。 

○福祉課長  生活保護の方は先ほど話をさせていただいたように、また今ここにきてちょ

っと増加傾向にあります。ほとんどが老齢だとか病気の関係で生活保護になっている方です

が、一部には勤労できる世代といいますか、５０歳までくらいの方もいられます。そういっ

た方については本当に自立支援ということで、就業をするためにこちらの方で週何回ハロー

ワークに行きなさい、行ってきた結果を報告してください。面接があれば、面接してきた結

果を報告してください。というふうなことで、かなり厳しく指導させていただいております。 

一般企業に就業できない方もいらっしゃいましたので、そういった方については内職を世

話をしたりして、今まで全然稼ぎのなかった方がそれでも月何千円なりといった内職で収入

を得ている方も出てきておりますので、引き続きそういった就労支援というか、そういった

ところをハローワークと協議しながら進めていく。これは大きな課題だと思っています。 

○佐藤 剛君  ２点だけ質問させてもらいます。まず９５ページ、その前のページから９

５ページにかけて、ここは障害者自立支援法が施行されまして、あらたにまた市の取り組み

というところで出てきたわけなのでしょうけれども、この自立支援法は制定をされましたけ

れども、なかなか障害者の皆さんにも施設にもあまり評判がよくないわけなので、国の方も

見直しを進めているところらしいのですが。そういう中で、ここの部分が実施主体が市とい

うようなことで、その間、頑張ってもらわなければならないところですけれども。お話を聞

きますと、相談機能を充実させることをまず第一義的にやろうということですが、それはそ
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れでいいと思います。ただ、具体的なところをもうちょっと、やはり先ほど言いましたよう

にきちんとやってもらわなければならない、という意味でちょっと質問させていただきます。 

まず日常生活用具の給付費というのがあります。これは多分、従来からあるのでしょうけ

れども、現物の給付から、今度は購入費に移ったのかと思いますけれども――購入費、修理

費ですか、そういうふうなところに移ったのかもわかりませんが。そういうふうなことで、

支給方法が変わったために予算的にどういうものか。縮小されたのか、変わらないのか。そ

してまた一番心配なのは手続き的にそういうふうに支給の方法が変わって、それを受けられ

る方がそれによって不便になってはいないかというところをちょっとお聞きしたいと思いま

す。 

もう１点、移動支援費がありますけれども、多分この名前からして通学とか通所とか、外

出する際の移動の補助といいますか支援なのでしょうけれども。障害者の方が閉じこもらな

いで、外に出ていただこうというようなところもあってそういう支援があるのでしょうから、

その支給の支給料といいますか、その限度、範囲といいますか、頻度、回数というか、そこ

ら辺はどんなになっているのかという点。 

そして私が先ほど言いましたように、障害者の方が閉じこもりにならないで外出していた

だくと。それに支援するというところについて、９６万円という予算は、私の感覚では非常

に少ないかなというふうなことも感じるのですけれども、その辺の考え方なり、実情なりと

いうふうなことをちょっとお知らせいただきたいと思います。 

そのところに関連して、もう１点は社会参加化の促進費というのがありますけれども、そ

の内容が私はちょっとわかりませんので、それをお願いします。 

もう１点。１０１ページですけれども、住宅貸付制度事業費の件です。高齢者住宅、整備

資金、貸付金というようなことで、そしてまた障害者住宅とあります。世の流れとして、バ

リアフリーとか、高齢者、障害者の方々にはいろいろ、個人の家でもエレベーターとかそう

いうふうなものをつけて住まわれると。やはり雪国ですので、そういうかたちも出てきてい

るわけです。利用が少ない、そしてまた滞納があるというものが、私が聞いた限りでは主な

理由だったかもしれませんけれども、それで３５０万円から１５０万円に今、下げますとい

うお話しがありました。 

もう１点は滞納もあるというようなことで、貸付限度を１０年から５年にしますという話

がありましたけれども、私はこういう考え方はちょっと逆の方向かなというふうなことを感

じたので、この辺の考え方を聞いてみたいのですけれども。世の流れと言いましてはそうい

うふうなことでバリアフリーとか、高齢者、障害者の方々が住みやすいような方向に行く。

けれども、利用が少ないというのは、もしかしてそういう需要がないというのではなくて、

ピーアールが不足しているとか、他のハードルがあるのではないかというような気がします

ので、むしろこの辺は利用がなければ額がそのままでも、別に結果的に懐が痛むわけではあ

りませんので、とりあえずそのままの枠にしておいてもらって、もうちょっと他のハードル

の高いところを研究してみるとか、やるべきではないかというふうなことを私は考えますの
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で、その辺の考え方をちょっとお聞かせいただきたい。 

○福祉課長  今ほど質問のあった９５ページの関係でございます。最初の丸の地域生活支

援事業につきましては、これは市町村の主体的な事業というふうなことでそれぞれ裁量によ

ってやるというふうなことになっております。 

日常生活用具。ここで言う日常生活用具の場合は寝台だとか、入浴の道具だとか、介護保

険で使っているああいった用具を借りるというふうなことになっております。これは使い勝

手が悪くなっているのではないかというふうなことですが、介護保険などもそうですけれど

もどうしても必要な方には提供していこうというふうな考え方になっておりますので、こち

らの例えば寝台についても、今まで本当に全自動型みたいなのを使っていたのが、そういう

のが使えなくなるというふうなことになるわけです。これはどんどん増加していく経費を抑

制するためにはやむを得ない。やはり本当に必要な部分に対して、皆さんからお金を出して

もらって支援していくということで、障害者の場合も介護保険の場合も、そういったかたち

でやらざるを得ないのではないかなというふうに思っております。 

ただ、それをやっている段階でまた問題が生じれば、それぞれまた制度改正というのもあ

りますので、そういった実情を見極めて対応していくのがいいかなというふうに思っていま

す。市でもそういったかたちでいきたいと思います。 

それから移動支援。これも地域生活支援事業の中の移動支援ですが、これは例えば１カ月

に１辺、音楽会に行くとか、どこかの花見に行くとかというふうなそういったイベント的な

部分のサポートというふうなことで、日常的な支援については介護給付の方でやるというこ

とです。ここでは９６万円と少ないのですが、そういった年に何回かある部分についての足

の確保をしていこうというふうな考え方でございます。 

社会参加の費用でございますが、１６０万円というこれは、自動車に乗ってそれぞれ社会

参加をしていただこうという考え方で、それにともなって障害者用に改造するとか、それか

ら介護者が運転する場合もありますが、乗り降りが簡単になるようにするとかというふうな

ことで、自動車の改造の費用が主でございます。あとは自動車の免許を取るための助成もこ

こに含まれているというふうなことでございます。 

それから高齢者住宅の関係ですが、これについては概要説明をさせていただいたように、

今、３５０万円から１５０万円まで。それから有償、利子のあるものと無利子の部分という

ふうにあります。それで利子のある部分については３５０万円から１５０万円ということで

やっておりますし、無利子の方は２５０万円から１５０万円というふうなことでやらせてい

ただいてあります。これは先ほども話をたのですが、やはり１０年というとその家庭環境な

どががらっと変わってしまいます。今の実例の中でも２人の方が、家業がうまくいかなくて

自己破産してしまったということで、私ども連帯保証人を２人つけさせていただいてありま

すので、そうった方から肩代わりしてもらって、今、返済が終わった人もいますし、今、こ

れから返済を保証人の方からしてもらうというふうなこともあります。そういったことで、

かなり情勢が変わったことに対して返済が難しくなるというふうなことです。 
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住宅を直す場合にこの費用だけでやる――大きな改修については新築にあわせてやるとか

そういったことが主だというふうに思いますので、私どもはそういうところまで至らない部

分で、無利子でサポートしていきたいというふうなことでシフトしていきたいということで

ございます。金額の方も落とさせていただいて、件数も落とさせてもらってありますが、こ

の辺は利用状況を見て、またそういった需要が多いようであればまた増額の方で検討してい

きたいと思いますので、ポイントを絞って助成をしていきたいというふうに思っております。 

○岩野 松君  心身障害者。９３ページでしょうか、心身障害者をまずお願いします。今、

佐藤議員も言って答えられていなかったのかなと思うのですけれども、自立支援法ができる

ことによって、たまたまですけれどもここに書いてある、まきはたの里、やいろの里、マイ

トーラ、魚沼学園、旭原福祉工場などでは、通う方が減った方がいるのかどうなのかお聞か

せください。魚野の家では随分減ったと、この間の報告にもありましたけれども。そういう

かたちで、結局そこに入る１割負担というものが大きな負担になっているというふうに聞い

ております。そういう意味でそれの激変緩和的なものを自治体でやっているところもあるの

ですけれども、そういう対策があるのかどうなのか、１点お聞きします。 

それからちょっと私があれなのか、今度は今はみんな障害者支援ですけれども、こういう

公立でない六日町にある友の家の補助金というのはどこに入っているのか。補助金というか、

負担金になるのか、補助金になるのか。お聞かせください。 

そして１０９ページの学童保育のことですけれども。ここに学童保育事業委託料の中に括

弧して私立というのがありますが、野の百合というふうに思っていいのでしょうか。そして

この委託したお金というのは、保育料の軽減につながるというふうに考えていいのか。そこ

ら辺もお聞かせください。 

それと常設保育。１１３ページの常設保育の職員の関係ですが、先ほどの説明で正職員は

１５６人なのだけれども、人数と保育所のあれからすると２１９名の職員が必要だというふ

うに私、聞いたのですが、そうするとその足りない分は臨時ということで補う。産休の方も

あるので７２人というかたちですけれども、臨時の中には先ほどからのやりとりを聞いてい

ますと――私は臨時というのは、時間外の部分とか、それからそういう人たちへの臨時かな

と思っていたのです。産休もそれに含まれることは承知しておりますけれども、その他、常

時的に働く人で１年雇用的な臨時の方というのが何人おられるのか。もしあったらお聞かせ

ください。 

それと最後、１１５ページの生活保護の問題ですが、要望者が増えてきているので増やし

たと。３０人近くも人数的には増やしたということは、今の時勢で格差社会のその低い部分

が２０年前は一番トップと――格差社会というのは５段階に分けて一番上と一番下の差がど

れくらいあるかというのが格差だそうですけれども――３０倍くらいだったのが、今は７０

何倍というふうに聞いています。そういう意味では非常に格差が広がっているというのが実

態です。そういう中ではますますこういうところに希望する方も増える状況が、日本の中全

体で生まれていることも事実ですけれども、数は増やしたけれども、予算額としては減らし
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たという根拠をもう一度お聞かせください。以上です。 

○福祉課長  自立支援法にともなって通所等の量が減ったという部分でございますが、ま

ず通所の関係で減ったのは、塩沢にあるセルプこぶし工房、通所の授産施設ですが、ここで

４人ほどがその影響だというふうなことで、そのうち１人は一時通所をストップした方がい

らっしゃいました。施設の方からよくその制度を説明する中で、２カ月ほどストップしてお

りましたが今はもう復帰して、また全部利用しているというふうなことです。それから毎日

通って来ていた方が、通う日数を減らしたという方が３人いらっしゃいました。そのうちの

２人の方は先ほど言ったように、施設のいろいろな説明の中で復帰しておりまして、今残っ

ているのは１人の方が週３回程度の利用に抑えているというようなことです。この辺は引き

続きまた制度の説明だとか、そういうことをやりながら理解を得ていくというようなことで。 

やはり障害者については、こういったところに社会参加するというのが一番、自立に向か

う部分でございますので、そういったことで制度を受け入れてもらうようにどんどん説明を

して、やっていきたいというふうに思っております。 

それから魚野の家の方は、１８年度までは補助事業でやっておりまして、まだ自己負担の

方に移行しておりません。ここだけは、精神の関係だけはそういったかたちで１９年度から

移行するようになっております。それを見越して、今後ちょっとそういった制限をする希望

といいますか意向があるかどうかちょっと確認をさせてもらった中で、９人ほどの方がこの

ままでは工賃より負担の方が多くなるから、通所できないというふうなことを言っていると

いうことを聞いております。 

これにつきましても、私どもその負担のあり方についてきちんと説明する中で、１日も早

くそういったことを払拭して、通所して社会参加していただくようなことで考えていきたい

と思います。また工賃の確保の問題も大きな課題だと思っておりますので、事業所からもい

ろいろ努力してもらいながら、工賃が上がってその負担が賄えるようにというふうなことで

やっていきたいというふうに思います。 

国の方でもこの４月から利用者負担の限度額を４分の１に下げるというふうなことで、所

得によりますが４,０００円程度で通えるということになりますので、そうなれば５,０００

円程度の工賃を今はもらっているようですが、そういった中で何とかペイできるということ

でピーアールしていきたいというふうに思っております。 

それから友の家の関係ですが、これは９５ページの地域活動支援センター委託料というこ

とで４,６７３万円上げてありますが、この中に含まれておりまして、５４５万１,０００円

ということでこれは１８年度、県と市が友の家の方に補助金として補助していた金額そのま

まを１９年度については確保をしております。これにともなって、国の方から来るのが１５

０万円程度ですので、４００万円くらいはこの事業費の中で出すというふうなことで、市の

持ち出しになるわけです。そういったことで個別のサービスが提供できる２０人以上という、

そういったところに向けて、また友の家の方からも頑張っていただいて。そうなると、自立

支援法の給付費の対象になりますので、こういった補助でなくても運営ができるということ
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になろうかと思います。そういった安定した運営ができるような方向を指導してまいりたい

というふうに思っております。 

あと１１５ページの生活保護の関係でございます。私、言いましたように３０人ほど、１

８年の３月では８８人を１００人というふうなことで増やさせていただいていますが、これ

につきましては、この１億６,７００万円の扶助費の中で一番大きなウエイトを占めるのが、

医療費に対する扶助でございます。３分の２の１億円が医療費の扶助というふうなことで、

ここの部分をいかに被保護者の健康維持を指導しながら抑えていくかということです。 

今回減額させていただいたのは、１８年度の年度途中で減額補正をさせていただいた経過

がありまして、１９年度に向けても実質的な金額になるようにもう一回見直しをして、減額

になっておりますが、お金が少なかったからサービスというかその保護者に対する対応が変

わってくるということではなくて、実績にあわせて減額をさせてもらったというふうなこと

ですので、ご理解いただきたいと思います。 

○子育て支援課長  それではお答えを申し上げます。まず第一点目の学童保育の関係の私

立への委託料の関係でございます。これは塩沢地域にございます、金城わかばさんが例年や

っておる関係のところへの委託料の関係であります。ですので、そのようにご承知をお願い

したいと思います。 

それから常勤職員の数の中で説明しましたが、臨時職員が相当数いるわけですがフルタイ

ムかどうかということです。臨時職員のフルタイムの占める割合でございますが、７２名が

フルタイム、いわゆる８時間から７時間のフルタイムの職員であります。その他に、例えば

岩野議員ご存知のように、特別保育なり延長保育なりというようなポイントで入ってくる保

育士さんの臨時の方も相当おります。 

ちなみに２月現在の状況を見ますと、これは臨時賃金の支払いの関係ですが、バスの添乗

員や延長パートで２時間で入るとかというような人も含めますと、全体では１４８人の臨時

職員、フルタイムも１時間の人も含めまして支払っている関係があります。これだけでは到

底賄えない、７２人だけの正職だけではだめなわけでありますので、そういった８時間から

２時間、１時間にいたるパートまで含めて相当な臨時の数がいるという内容であります。以

上です。 

○岩野 松君  そうすると、心身障害者のことですけれども、そこへ通所をしている費用

よりもたくさんの額がもらえる保証という感じでちょっと今、課長おっしゃったみたいです

けれども。今、こぶし工房が出ましたのでお聞きします。始まる前には、あそこの２階は自

動車の部品の何かを作ると、それから下はハンバーグとかそういうものを作るということで

仕事として始めるのだというふうにお聞きしています。そのとき差があっていいのかなと思

ったけれど、上部は６,０００円くらい、下は２万円くらいの、高崎かどこかにそういうのが

あるのでということで、非常にたくさん賃料が入るというとかというかたちをお聞きして、

ああすごいのができるなと、私思っていたのですが、今、実際はそんなではないように聞い

ています。結局入れなくなってしまうのか、それとも通う体制が大変なのかということを、
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もう少しお聞かせください。例としてこぶし工房をあげたのですが、魚野の家の問題も含め

て、そこら辺をもう少しお聞かせください。 

それから友の家のことはわかりました。ありがとうございました。 

１１３ページの保母さんのことですけれども、７２人が常時臨時というかたちで３分の１

は約ということは前にもお聞きしたことあったのですけれども、もちろんそうやっても先ほ

どの説明では公設民営にした方があまり持ち出しがなくていいというのは、市長も前々から

言っておられました。ですけれども、いわゆる市の職員は定年まで働ける保証がある。だか

ら賃金体系が高くなる分は持ち出しだというふうに言われていました・・・ 

○議   長  １８番、簡潔にお願いします。 

○岩野 松君  はい。そういう中でいるのですけれども、この臨時の方の年齢はどれくら

いなのか、平均年齢をお聞かせください。 

○福祉課長  それでは工賃と負担金の話をちょっとさせていただきます。今、話が出まし

たセルプこぶし工房をちょっと調査した結果、工賃ですけれども平均で６,１４０円というこ

とです。先ほど言いましたように、所得にあわせてそれぞれ負担が変わってくるわけですが、

負担する費用をそっくりその工賃としてもらえるということではなくて、その個人個人がい

く日勤めて、いくら稼いだかということで配分されるわけですので、一生懸命やった方はい

っぱいお金をもらえるし、なまけている方はもらえないということです。平均で６,０００円

程度ということですから、それにしても６,０００円と利用料ということになると、今の段階

ではまだ利用料の方が高くなるのかなというふうな気がします。 

いかにセルプこぶしでも工賃を上げるかというふうなことで、先日も議員の皆さんからい

っぱい買っていただいたようですが、そういった訪問販売とかもしながら、また学校給食に

も使ってもらいながらということで、工賃のアップを目指しております。それから魚野の家

の方も今まで自動車部品だとか、あと紙箱を作るとかということをやっていましたが、清掃

業務の方にも参入したいということで、１８年度にそういった器具も取り揃えて、今トレー

ニングを始めたようです。そういったこともしていますし、旭原の福祉工場も今まで農業の

仕事をしていましたが、そういったことからクリーニングの方に、年間を通じて作業できる

ように移行しようということで、そういった器具も入れているようです。 

そういったことで、それぞれの事業所が新たに工賃をアップするような働きを始めており

ますのでそういったことに期待をしながら、何とか負担増になった部分を工賃で賄えるよう

な方向を目指していきたいというふうなことでございます。 

○子育て支援課長  大変申しわけありませんが、臨時職員の平均的な年齢については、ち

ょっと調べたことがありません。ただ、私どもが現場に行ってみますれば、そんなに極端に

お年寄りの方とか、あるいは極端に若い人だけということでなくて、私の感触といたしまし

てはちょうどいいバランスでお働きいただいているということだけは申し上げられます。以

上です。 

○牧野 晶君  ９７ページ、紙おむつ給付費。これの考え方についてお聞かせください。 
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あとそれと１００ページ、これを言うとたばこを吸っている人に怒られるかも知れないで

すけれども。魚沼荘だかどこかのところにたばこの煙を吸うやつがあったと思うのですが、

今日、新聞などニュースで老人ホームは一部に、たばこ、ライター持込なんていうところも

あって、そこの老人ホームで火事があったとかというのがあるわけです。これは老人ホーム

の方がたばこを吸っているのか、それとも職員用なのかこの点について。ちょっとページが

わからないですみませんけれどお願いいたします。（「１０５ページ」の声あり）１０５ペー

ジです。すみません。 

あとそれと１０７ページ、子育て支援全般でいろいろな子育て教室などやってくれている

わけですけれども、本当に小さいお子さんなどがいると授乳室がないところがたまにあるわ

けです。あるところもあれば、ないところもあるので授乳室の考え方というのも非常に大事

ではないかなと思うのですが、そういう整備方針についてお考えをお聞かせください。 

あとそれと同じ１０７ページで、結婚、出産祝い金を廃止して、コシヒカリ紙など考えて

いきたいということですけれども、コシヒカリの紙を普及させるための事業も重要だと思う

のですが、しかし、命名の紙というのは買うときは買う方で楽しみがあるわけです、正直。

それをコシヒカリの紙でいただくよりも、もっと別なものをいただきたいというのが正直私、

気持ちがあると思うので。 

あと１１１ページですけれども、先ほど、公設民営化についての話があったのですが、上

町保育所は今年、今後やられていくわけです。１年前、一般質問で１８年度中に公設民営化

についてどこをやっていくかをしっかり議論していきたいというのがあったのですけれども、

先ほどの話を聞いている限りでは、要は退職の定員管理の中で考えいくような答弁だったの

で、ちょっと１年前の答弁と違うのではないかなと思うのでその辺、１８年度どういう議論

がされたのかについて、考えをお願いします。 

○福祉課長  それでは９７ページの紙おむつの関係でございます。紙おむつにつきまして

は、私どもの方で年度に入る前に業者の方から見積もりを取らせていただいて、品物を統一

させていただいてあります。履くパンツだとか、パットだとかというそれをいくらだとかと

いうふうなこと。それで非課税の世帯の方については月８,０００円まで。課税世帯について

は４,０００円までということで、それはいろいろな組み合わせをしながら前の月に頼んでい

ただいて、それを私どもの方で配達を個々にさせていただいているというふうなことです。 

それと１０５ページの方は所内に２台設置させていただいてありまして、入所者用という

ふうなことで分煙をしているわけですが、職員の中にも吸う方がいますのでそこを利用して

いるということです。（「入所者用ですね」の声あり）はい。以上です。 

○子育て支援課長  授乳室の考え方ということでありますが、これは保育園ということで

なくて・・・（「なくて」の声あり）特段私どものサイドではその授乳室の公的な部分という

ところまで考えたことがなかったものですから、何ともお答えようがないのですが、ただ、

福祉のまちづくりの関係で障害者、人にやさしいまちをつくるというのが基本にあるわけで

すから、公共施設等におきましては、極力そういう施設を設けていくのが基本だろうという
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ふうに私は考えております。 

それから命名紙の関係でありますが、前段、説明のところで「例えば」そういうかたちで

したいということでありましたので、もっと他にいいアイディアがおありになりますれば、

教えていただけたら大変ありがたいということで、ちょっと検討させていただきたいという

ことです。 

それから公設民営の関係でございますが、１８年度にということでありましたけれども、

大変申しわけありませんでしたけれども、１８年度中には塩沢町との合併があって、塩沢町

を取り込んだ中での計画、検討が今、ようやく始まったところです。私どもも今年度はちょ

っと予算的に報償費でありますが若干計上しながら外部の委員さんを入れまして、総合計画

との整合性を図りながら、保育園の全体的な公設民営と統廃合の関係について検討を正式に

してみたいと。そういうようなことで、若干経費の予算を盛らせていただきましたので、そ

の中で将来的に公設民営のあり方、あるいは公立保育園のあり方等について検討してみたい

ということでありますので、もうしばらくお待ちいただきたいと思います。 

○牧野 晶君  授乳室の考え方ですけれども、大変いい考え方を聞いたのですが、例えば

庁舎とかではなくて、この間そちらの保健センターに半年くらい前に子どもと行ったときに、

そういうところで、私は男ですけれども、男一人で子どもをあやしていたら後ろの方で何か

気配がしたのです。同じ部屋でそういうふうな特殊なところについては、すくすく広場だか、

ほのぼの広場ですか、そういうふうなものにはそういうふうに目隠しを作るとか、そういう

ふうな配慮を早急にしていって欲しいなという思いがあります。 

あとそれと、紙おむつですけれども、直球で言えば、私、紙おむつの事業がいい悪いとか、

子どもにもよこせと言うそういうつもりではないのですけれども、考え方として、前段でち

ょっと聞いたのですみませんけれども、お年寄りに紙おむつをやるのはやるのでいいのです

けれども、子どもも必要なわけです。子どもに必要なので、そういう整合性という点でどう

いうふうにお考えがあるのか。お年寄りには紙おむつをやるけど、子どもには紙おむつをや

らないというそこの点の公平性というか、そういう視点でこの事業を考えたことがあるのか

についてだけお願いします。 

○福祉課長  皆さんにそういったことでできればいいのですが、私どもは福祉課というふ

うなことで、高齢者。若い、普通の人であればいらないわけですから、そういったことで、

不幸にしているようになってしまった方には援助していこうと。子どもには生まれたとき、

誰でも必要なわけですから、そういった経費は見込まれているのではないかなというふうに

思います。 

○笛木信治君  ２点ほどお願いします。子育て支援のことですけれども、出産祝い金の条

例が廃止されました。これは私はあるものは廃止しなくても、という思いがありまして反対

したのですが、かといって現物支給が何でもかんでもベターだとは考えておりません。むし

ろやはり子育てを支援する体制の方が重要であって、医療費の助成制度を充実する、これは

当然そのことに大賛成であります。これはしかし、祝い金、すこやか誕生祝金その他を廃止
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しますと、いわゆる今も話題になっていましたが、誕生したお子さんに対して市の側から「今

回はお誕生おめでとうございます」というアクションがやはりきちんとないというのが、こ

れはいかに子育て、子育てと言っても、まず一番初めにそこでお祝いをするということが欲

しいと思うので、これはちょっと何か明確にして欲しいと思います。それは私も今はどうす

ればいいかというのはわかりませんけれども、それはまず必要ではないかと。 

次のページのところに、これは私は問題だと思うのですけれども、心豊かな子育て、ある

いはマタニティ育児教室というような――いわゆる、病気になれば医者へ行けばいいわけで

すから、病気になる前での子育ての問題。核家族化が進んでいるわけですからいろいろな悩

みを持っているわけですが、そうしたところでの子育ての応援、支援というものが大事だと

思うのです。 

これは私、金で判断しては悪いかもしれませんけれども、お金の具合から言いますとこれ

は２～３項目で２００万円もないような感じで、これで何ができるのだろうかという思いが

ありますが。私はこのまさに赤ちゃんを産む半年くらい前、それから産んでから１年くらい

の間というのは非常にお母さん方の心も不安定になる大変重要な時期だと思うので、ここを

フォローするという体制をがっちりつくるべきだと思うのですけれども、そこの考え方など

をちょっとお聞かせ願いたいと思います。 

もう 1 点は、お年寄りの在宅介護の問題です。これは我々は介護問題が発生して以来、何

十年と言い続けておりますが、今回の予算で見ますと若干対象者も減ってきているというよ

うな説明がありました。これは施設の建設が進む中で、施設入所の希望者はあっても若干減

ってくるということはあって、私は市の側の方では、この在宅介護支援は言ってみればそろ

そろ役割が終わるのではないかというような考えを持たれると大変だと思うので、あえて申

し上げるのですが。今後の問題としても、療養病床などの廃止がありますから当然在宅療養

介護というのは今後増えてくるとむしろ考えなければならないと思うので、私はこの基準を

緩やかにしながら、対象者を増やしていって、やはり在宅介護を支援すると。やはり終えん

の場所を自らの家で、というのは一番望むところであるわけですから、そういう立場をひと

つ堅持してもらいたいと思うわけです。その制度の今後の方向について、私がここらで言っ

ておかないと段々先細りにされてしまうような危険もあるので、あえて申し上げるわけです

が、一言お願いします。 

○子育て支援課長  マタニティ、あるいは心豊かな子育て教室の関係に絡みまして、確か

に議員さん言われるように、私も考え方があるのですけれども、昔は確かに地域社会なり、

あるいは隣近所なりの皆さん方の知恵がありまして、若いお母さんたちの至らない部分とい

うのは、言葉は悪いですけれども、お節介なおばさんやおじさんがそれぞれ手を差し伸べな

がら育ててきて、私どもはそういうところで育ってきたわけです。ところが今、子どもさん

を取り巻く状況というのは、全くその部分が欠如しているというのが実態だろうということ

であります。そういうのを含めまして行政で、あるいは保育園サイドでも、子どもを安全に

預かるというのはもちろんでございますけれども、それ以前に若いお母さんたちの親育ても
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保育園が担うというような社会的な背景があるわけです。 

したがいまして、そういったことも含めまして保育園に通っていない在宅育児家庭の支援

ということで、ほのぼの広場を毎日開催すると、あるいは地域によっては３日なり２日とい

うような制度を今年から展開するわけであります。そういうのを含めまして、地域全体で支

援していく意識醸成といいますかそういうのを図っていく必要があるだろうということであ

ります。確かにここに載っている、心豊かな子育て教室、あるいはマタニティ育児教室等々

につきましてはこの部分では少ないでありましょうけれども、ここにも参加をしていただき

ながら、ほのぼの広場、あるいはそれぞれ保健課でやる部分、生涯学習でやる部分、いろい

ろあるわけですけれども、そういうところをトータル的に参加をいただきながら、子育てを

支援していきたいというのが私どもの考えでございます。 

したがいまして、この部分だけで多いか少ないかというのは、ちょっとご勘弁いただきた

いわけですが、あげて地域で、隣近所で機能しなくなった部分を市として応援していきたい

というのが基本的な考え方です。以上です。 

それから祝意を表すいい方法はないかということでございますが、前段説明で申し上げま

したけれども、私どもの方では一時保育の無料の利用券を差し上げながらというようなこと

も考えていますが、これとてそれぞれ個々人によれば違うわけでありますので、何かいい方

法はないかなということでありますのでちょっと検討させていただきたいと思いますが、な

かなかこれだ、というのがないのが正直な気持ちです。ですので、地場の関係のコシヒカリ

紙でお祝い状を書きながら命名紙も、というのを説明で申し上げたわけでありますので、も

うちょっと検討時間をいただきたいと思います。申しわけありません。 

○福祉課長  それでは在宅介護の家族者手当ての関係かと思いますが、説明をさせていた

だきます。介護保険も施設利用から在宅サービスを支援していこうというふうなことで、シ

フトしてきているわけです。そういった流れというのはやはり大事にして、今施設では大体

月３０万円以上かかりますし、在宅では１０万円くらいですので、そちらの方へシフトする

というのは経費の抑制に大きくつながるということです。 

私どもはあくまでも介護保険制度を充実させて、在宅支援をしていくというふうな考え方

でいきたいと思います。ただ、現実的に自宅で要介護４、５になっても、長期にわたって介

護して頑張っていただいている方がいるわけですので、一定の慰労の意味を含めて３万円を

支払いさせていただいているということで、これも拡充というかこれを維持することの方が

大変かなという状況だと思います。そういったことで、サービスの提供のあり方等も含めて、

今後のあり方も検討してまいりたいと思いますが、１９年度はこういったかたちでやらせて

いただきます。 

○笛木信治君  ありがとうございました。子育て支援について、いろいろこれから新しい

施策も出てくるわけです。今もかなり多岐にわたっているわけでありますが、ほのぼの広場

が大変評判がいいということは私も聞いています。赤ちゃんが生まれたから窓口に届出に行

ったら、例えばそこでいわゆる南魚沼市での子育て全部を網羅したパンフレットのようなも
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のを作っておいて、うちの市ではこうしたことでやっていますからということで、例えば牧

野議員みたいに熟知していればいいですけれども、他の皆さん方の家庭ではそうはいきませ

んから、そういうそのパンフレットを渡すようなこともぜひ考えていただきたいと思います。 

在宅介護、介護支援については、それはぜひひとつ忘れないでやってもらいたいというこ

とだけでありまして、あえてそれ以上申し上げることはありませんで、回答はいりませんが

ありがとうございました。 

○議   長  質疑を終わることに・・・（「はい」の声あり）質問がある方は事前に早く

手をあげてください。いつもそういうことでは困ります。 

○和田英夫君  福祉課長に、可能か不可能か１点だけで質問します。この老人福祉施設に

関連するわけですが、旧八色園。これはおそらく基幹病院の絡みでちょっと行く末がわから

ないわけですが、仮にそれに関係なくそこにあるとするならば、福祉施設として今後、国も

県も金がないわけですから、活用の道があるかないか。それだけお願いします。 

○福祉課長  そういったことで、補助金だとかの絡みが解ければ、可能だというふうに思

っております。ただ、かなり老朽化しておりますし、実際今度そういった方が入所するとい

うことになると、耐震とかの補強などもまた考えなくてはいけないですので、経費的にはか

なりかかるのではないかと思いますが、可能というか、可能性はあると思います。 

○議   長  質疑を終わることにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。よって、第３款、民生費に対する質疑を終わります。 

○議   長  第４款、衛生費の説明を求めます。 

○保健課長  （説明を行う。） 

○環境課長  （説明を行う。） 

○市民課長  （説明を行う。） 

○環境課長  （説明を行う。） 

○水道課長  （説明を行う。） 

○議   長  衛生費に対する質疑を行います。 

○高橋郁夫君  まず可燃ごみの処理施設の整備ということで、１３５ページですけれども、

新しく今度かたちが変わりまして、費用の面ですが、今年、費用これ抜けたわけですが、今

後、費用はこれから増える見込みがあるのか。この費用で大体の目安でずっとある程度はい

けるのかという点と、あとは川崎技研との契約のことですが。瑕疵担保期間が切れたことで

今後、機械自体の不備があった場合、当然相談しながらということなのだろうと思うのです

けれども、その辺のことがわかりましたらお聞かせください。 

あとはもう１点ですが、１２５ページ、斎場の管理費のところですが、一般質問でも若井

議員からも質問がありましたけれども、ここに書いてある人夫の賃金、作業員の賃金という

ことで「人夫」「作業員」となると、土方かなみたいなかたちで見ているのかなと思うのです

けれども。要は市のこういった書き方が、作業員とか人夫とかという感覚で見ているから、
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相手の方もそういったかたちで仕事をしているのかなというのもあるので、できればこうい

った書き方はちょっと改めて欲しいということです。よろしくどうぞ。 

○環境課長  まず１点目の費用の件でございますが、昨年、１８年度の当初予算では、ト

ンあたり処理費が１万７,９５０円、約１万８,０００円というようなことで計上させていた

だきました。今、決算に近いわけですが、今のところ１万７,９００円くらいで終わるかなと

いうふうな考えでおります。今回１９年度の当初予算の処理単価でございますが、これを足

して処理料で割りますと、２万６,５６６円という数字が出ております。 

今後の見通しでございますが、大きなものがなければ、この２万７,０００円くらいから、

やはり３万円くらいの中で推移するのではないかというふうに今、考えております。ただ、

建物のこともありますし諸々のことが入ってきますと、当然、それも経費の中にかかるとい

うことになると、単価に関わることですので、今、機械設備等でそういう予測をしていると

いうことでご理解願いたいと思います。 

それから川崎技研の方では、瑕疵担保が終わってもきちんとして自分たちの機械そのもの

から出ている故障であれば、それはきちんと自分たちで担保しますよと言っているわけです

ので、今回、瑕疵担保期間が切れる中で、再度瑕疵担保期間が切れる中での約束ごとという

か、そういうものを今作っておりますが、精査しながら今後の中にそれをきちんと盛り込む

ようなかたちをとっていきたいなというふうに思っているところでございます。 

○市民課長  賃金のところでございますけれども、表現がちょっと適切でなくて申しわけ

ございません。決して作業員を人夫と思っているわけではございませんけれども。上の方の

人夫賃金につきましては、現在斎場の方は消雪パイプがございませんで、山からの水をいっ

たん桝に溜めて、それをポンプで消雪パイプにして水に使っていると。そこに非常に砂利が

溜まるものですから、砂利上げ等のそれこそ人夫賃で、これは別の問題でございまして、斎

場の作業員については、この作業員賃金ということでございます。よろしくお願いします。 

○高橋郁夫君  今の賃金のことについてですけれども、「人夫」だけではなくて「作業員」

という言葉に対しても、やはりどちらかというと聖域というか、そういったところですので、

もうちょっと違うあれがあるのかなということで質問したのですが。よろしくどうぞ。 

○市民課長  この次から適切な言葉を考えたいと思いますので、よろしくお願いします。 

○今井久美君  めったに質問しないので、よろしくお願いしたいわけですが、１２５ペー

ジの有害鳥獣対策、特にサルについて、何とかお願いしたいなということで発言しているわ

けです。去年は熊がかなり出て、サルの方がちょっと影が薄かったかもしれませんけれども、

私らの方にもかなり進出して拡大してきていまして、城内の方の山をかけもちして週何回か

定期的に来るみたいな感じで、きれいさっぱり食って帰っていくわけですけれども、なかな

か全体の状況がつかめていないのではないかなというふうに思うのです。去年の決算資料な

どを見ましても、件数、また被害からいっても、こればかりかなというくらいしか、多分電

話で入ってくるくらいだと思うのですけれども。その辺を的確にとらえてもらって、庁内で

も農林課と行ったり来たりしながら相談しているようですし。 
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この前、農業の方が収支が始まってきまして、農協さんの説明会のときもサルで全部やら

れたのはどうするのだということで、括弧のところへ、全部この金額をやられたということ

で書いてくれと、こういうふうな指導をしています。そう言えば少しは全体像がつかめてく

るのかなと思います。 

新年度に入ってきたら、またその被害の出ている区長さん方を通じながら全体像をちょっ

と出してもらって。それについて私も先輩議員からいろいろ教えてもらって、各県で犬対策

ですとか、ヤギ対策ですとか、緩衝地帯を設けるですとかいろいろな手を打って、県会の方

でも議論されています。ぜひまた、個人ではとても抗しきれないような状況だと私は思いま

すので、何とかこれに前向きに取り組んでもらいたいと、こう思っていますがお願いします。 

○環境課長  サルも相当数が出ていることは承知していますし、カラスも出ております。

そんな中で、私どもの方にはカラスが出ました、熊が出ました、サルが出ました。さあ撃っ

てくれと、殺してくれと、そういうふうな発想で住民の方もいるわけです。特にサルにつき

ましては、集団で行動していますので、行ったときにはもういないとかそんな状況でありま

す。特に猟友会の皆さんは高齢化になっていますし、人間もいないというようなことで、私

どもは行って、花火なりそういうもので追っかけるような状況であります。 

そうした中で現在、農林課、ＪＡと協議会を作りまして、今、協議しているところですの

で、できれば即サルが出ました云々ではなくて、やはりＪＡとかそういうようなところも協

力しながら、自己防衛も含めて地域でやはり防衛をしながら、私どもは最終的には撃つとい

うようなことにもっていかないと、保護団体との関係もありますのでその辺も理解していた

だきたいと。一生懸命やらせてもらいますが、よろしくお願いいたします。 

○笠原喜一郎君  １点だけお聞きをいたします。１２５ページの公害というようなことで、

ちょっとお聞きをいたしますが、何日か前に新潟日報にこの市内の業者の「流れ出て」とい

う部分がありました。直接的には県の管轄でありますけれども、市内で起きたことでありま

すので、実態はどうであったのか。あるいは今、どういうふうな状況になっているのかお聞

きをいたします。 

○環境課長  今、議員が言われますように、県の方で指示をして撤去命令を出していると

いうことしか細かいことについては情報は入っておりません。ただ、魚協の方で、そこだけ

ではないのですけれども、各企業、廃水を出している企業に対してやはりきちんとせよとい

うことで、そういう問い合わせがあった中での対応というふうなことであります。 

そうした中、県の方でパトロールした中で、やはり違反行為があったということで、それ

に対する撤去命令が出ているということでありまして、細かい情報については私どもはつか

んでおりません。 

○笠原喜一郎君  それは県の方がきちんと指導してやっていると思いますので、私はそれ

でいいと思いますけれども。ただ、私はそこだけではないだろうというふうに思っているの

です。と言うのは、本当に元は、元というか昔は、釣り人が竿を垂れて、いかだ下りをした

りするときにはもう本当に邪魔になるくらいあったわけです。魚がいたわけです。しかし、
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今は本当に釣り人が見えないという中です。 

市長にちょっとお願いをしたいわけですけれども、せっかくこういう問題が出て、そして

そのことに対して、皆が魚がいなくなったということだけは確かだということは実感をして

いるわけです。そしてかといって、では原因がどこにあるかという部分で、ダムと言われる

方もいるし、あるいは融雪剤の凍結防止剤云々も多分影響があるのではないかというような

言い方をする方もいます。ましてや下水道の普及率が８０パーセントも上がった中で、本来

ならば魚が住んで当然の魚野川になるわけが、それがこういう実態であるわけです。今こう

いう中で、県ときちんと連絡を取り合いながら、本当にではどうしていけばいいのだという

ことについては、市の管轄外であるかもしれませんけれども、やはり一緒になってやってい

ただきたいというふうに思いますけれども。 

○市   長  この問題につきましては、それこそ今、課長が触れましたように私どもの

管轄外でありますが、県の指導によって適切に今、処置をしていると、今、話に出ている部

分はです。そして撤去も全部終わったと、それは聞いています。 

ではそれが本当にどこに原因があったのか。これはわかりません。ただ、漁業組合の方で、

県で漁業組合も含めた会議があったときに、うちの担当が行って、鮎がどのくらいでは減っ

たのですかと。どうして調べたんだと言ったら、釣った数で調べたというのです。ですから、

魚影を確認したとかそういうことではなくて、釣った数で調べて、そら減っているぞと。そ

れでは全然そのデータになりませんということでそれは話はちゃらになったそうですが。 

漁業組合さんの方も、例えばでは１０万匹放したら、放したなりのその魚影が本当にある

かないかとかそういう調査をしないと、本当に魚がいなくなっているのかいるのかというの

は、ちょっと今わからない状態だそうです。鮎は網などうてば取れるのですね、だいぶ。い

るのです。ところが釣れないとこういう部分があるのです。本当に減っているのかもわかり

ません。そこはまだ極の調査がわからないということです。それから三国から下流だけとい

う話になっていますけれども、実はそうではなくて上流からやはり釣り人はものすごく減っ

ているのです。 

ですので、相対的な調査というのは当然しなければなりません。それからその調査をやっ

た後にどこにでは原因があったのだと、これはやはりきちんと調べなければならないと思い

ますが、我々がまだその権限とかそこまでありませんけれども、それは県と一緒になって。

こういう状態でいいとは思っていませんので、その点は十分心得てやっていこうと思ってい

ます。 

○中沢俊一君  １点だけ確認をさせていただきたいのですが、高橋議員の質問に関連した

ことですけれども、この１３５ページの可燃ごみ処理施設整備事業費のことです。どこの溶

融炉でも何年に１回でしょうか、車検と同じような大規模な法定の点検があるということで

すけれども、これは１９年度でそういう特殊要因というのは、設備点検委託料、あるいは処

理定期修繕工事費でしょうか、この中でどの程度占めているのか聞かせてください。 

それから部分委託という話が出ていましたけれども、それの絡みも１９年度からはどうな
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るのか聞かせてもらいたいと思っております。 

○環境課長  まず点検の関係でございますが、１３５ページの可燃ごみ処理施設整備事業

ということで、中間に点検委託料で１億４,５００万円入っております。この中が先ほど言っ

た定期検査、要するに何年に１回の定期検査の費用分が入っております。ボイラー、タービ

ンだとか発電機、それらについて減肉検査とか、バグフィルターの検査等がその中に入って

いるということでお願いしたいと思います。 

それから点検につきましては、私どもは３人程度の人間をというふうなことでお願いして

いるところですが、常駐でということになったとしても１名程度しか常駐できないというふ

うに相手様からは言われています。それよりも何週間、１週間に１回なり、２週間に１回な

り、要するに全部の項目がわかる人間、要するにパーツごとになっていますので６人なり７

人なり一斉に来て、３日なり２日なりきちんとした点検をしていった方がよりいいのではな

いかという提案をされているところでございます。ただ、まだ議会を通っておりませんので、

詳細については契約の時点までお待ち願いたいというふうに思っています。 

○議   長  暫時休憩といたします。休憩後の再開は３時１５分といたします。 

（午後２時５５分） 

○議   長  休憩前に引き続き本会議を再開いたします。 

（午後３時１５分） 

○議   長  衛生費に対する質疑を行います。 

○関 昭夫君  １３５ページ、スラグの処理料の委託料です。スラグというのは資源だと

いうふうに聞いていたのですが、資源として利用するための委託なのか、廃棄物として処理

するための委託なのか。どちらなのかお聞かせをいただきたいと思います。 

○環境課長  スラグは有効利用を図るということで、当初から計画しておりました。です

ので、昨年度、補正をさせていただきまして、埋め戻し材として利用しているということで、

その費用であります。 

○岩野 松君  最初１２５ページの斎場の管理費の問題です。先ほどからも、そして昨日

の若井議員からも出ましたが作業員のことです。４人体制で輪番制でということですが、今

までは広域の中での管理ということで、その作業をする人は思川の方にお願いしていると思

いますけれども、それが速やかにちゃんとやられている、というか私が前に調査したときに

は、輪番制でということでそれを受けていてそのとおりに行われていると思いますというこ

とですが、何か聞くところによるとそうでない場合もあったりして、ちょっとこういろいろ

あったみたいです。そういう管理体制はこれから今度は市になるのだと思いますけれども、

どこでそういうものが見られるのかお聞かせください。 

もう１点は先ほどから出ています可燃ごみ処理施設の整備ですが、瑕疵担保がこの３月で

終わるということですけれども、１９年度にこれだけの金額のものを出さなければならなか

った。瑕疵担保が終わるということは、そこで完全なものが我々の手元に来るというふうに、

常識的には考えたいのですけれども、そこら辺の常識的なことというのはないのでしょうか、
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どうなのでしょうか。 

○市民課長  すみません、作業員と言わせてもらいますが。作業員につきましては４名で

す。主に４名で、そのときの火葬の件数によって作業員の方が何名出るとかというようなか

たちで組んでもらっています。どうしても都合がつかないときには、もう１人の方がそこに

あたるというようなことで、前からの申し合わせで、現在は思川区の方に全委嘱をしている

という状況でございます。 

業務の組み合せにつきましては、一応、作業員の方々で代表者の方がいますので、その方

から予定表を組んでいただいて、私どもの方へ毎日電話で、明日は誰が出るというような報

告が来ております。以上です。 

○環境課長  瑕疵担保の期間は２年間でありますが、当然引取検査をその前にしているわ

けです。そうしたとき、性能をきちんとした中で引き取りをやって、それだけれどもその２

年間の中でもう一度きちんとなっていっているのか精査するための２年間であります。当然、

正式な引き取りになれば、きちんとしたものを引き取るということになるかたちになります

ので、それらについては社会厚生委員会で調査の中でこの前報告させてもらって、今はきち

んと精査というかきちんとしていますので、最終的にはきちんとしたものをもらうというか

たちになります。 

それから、費用の件ですが、たまたま今年度が法定検査に多くかかる年になっております。

ですので、多くの費用が計上されております。また、瑕疵担保期間については消耗品等々に

ついては川崎技研が全て持っておりますのでそれらの経費。それからそれにかかる人件費等

も当然かかるわけですので、この上に前年度よりも多くなっているというふうなことでご理

解願いたいと思っています。 

○岩野 松君  思川のことは、思川というかのことはぜひ監督をきちんとして欲しいと思

います。 

可燃ごみですが、最初作るときには、この施設についてやはり我々も初めてのことですの

で、どういうかたちでどうなってこれが使われるかということが、あまり予備知識がなかっ

たのかなという思いもあります。そして、前の委員だった方などにお聞きをしますと、今ま

で研究していたのと全く違うかたちがここへ導入されたというのも大きな要因かなという思

いでありますが、願わくばできるだけそういう費用が少なくて済む、いらなくて済む方向を

これからも努力して欲しいと思います。 

それともう１点、先ほど言い忘れのですが、１３９ページの発泡スチロールの容器のこと

です。今度は業務用を中心にしてまた集めて圧縮すると言いましたけれども、前に六日町時

代ではそういうものがセンターにあったのではないかなという思いがありますけれども、そ

こら辺、もう１回お聞かせください。 

○環境課長  減容機というものが以前ありました。以前ありましたが、ご承知かわかりま

せんが可燃ごみ施設ができた時点で、ちょっと熱量が足りないというようなこともあったと

いうことで、廃プラについては燃す方向で決めたということで、減容機の方の施設について
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は止めたと。その間ずっと止めていたものですから当然使えないような状況に今、なってい

ます。修繕するよりも新しく買って入れ替えをした方がいいというようなことで、このよう

なかたちで今、提案しているところでございます。細かいことにつきましては、社会厚生委

員会の資料の方に添付されておりますので、ひとつよろしくお願いしたいと思います。 

○寺口友彦君  １点だけお伺いします。１２８ページのごみの減量化推進費ということで、

ごみステーションの補助金が出ております。昨年より９万円ほど増ということでありますが、

どの地区を重点的に、何箇所くらいを想定しているか。 

○環境課長  昨年度から補助を始めたわけでございますが、現在、ごみステーションとい

う場所を設定していますが、実際に建物、施設がない箇所が多くあります。冬季間とか、カ

ラスだとか、いろいろな対策が必要だというようなこともありまして、それらを中心に新設

――新設と言っても、今あるステーションの中にそういう施設を作るものを重点的に考えて

おります。大体５基程度、上限で最高５万円の補助です。 

それから施設があって、一部の補修ではなく、まるきり入れ替えというか、建て替えみた

いなものも想定しまして、それらについても一部補助というかたちで今、考えているところ

でございます。 

○寺口友彦君  昨日、家庭用のごみの分別の表をいただきましたが、その中で減量化のた

めに特にこの部分に力を入れたという部分が、米袋であろうかと思うのですが。家庭の中で

は発泡スチロールの部分についてちょっと記載がなかったものですから、その家庭用ごみの

中での発泡スチロールというところは今後の対策はどのようなのかと思います。 

○環境課長  今回、減容機を設置するにあたっては、現在、私ども調べたのですけれども、

発泡スチロールの多くは事業系のものが多いということで、年間６０トンくらい事業系が出

ると。家庭系からは六日町地区では分別をやったわけですけれども、そうした中で市内、あ

れしたとしても５トン程度だと。とりあえず事業系をまずやらせていただきたいということ

で、施設的にも事業系１基くらいしか機械をつけられませんので、当然そうなりますと家庭

系と事業系と分けたもの――分けてというか量的に問題もありますのでそんなことを考えな

がら。 

また、分別をすることによって収集の部分が変わってきますので、非常に投資が多くなる

ということでとりあえず事業系はやらせてもらいたいということで提案しているものでござ

います。 

○若井達男君  ２点ほどお伺いします。先ほど関議員の方からもスラグについての質問が

出たわけですが、この１３３ページの環境測定手数料の中にやはりそのスラグの検査が入っ

て、金額が１６０万円ほど増えているということとあわせて、金額的には１４万６,０００円

ということで課長から説明をいただいたスラグの性状試験、これらがあるわけです。この試

験、検査の目的はスラグの質向上に向けた検査であるわけですか。ただ分析検査だけをやっ

ておられるのか。それを１点お伺いします。 

そして、いま１点ですが、１２５ページにちょっと変わりますけれども、公害対策事業費



 - 43 -

の中に含まれてしまったのではないかと思うのですが、清水のごみ埋立地、また新堀新田の

埋立地等は、数年前はこれはそれぞれ独自に出ておりまして、これぐらいかかるのだといっ

たのが一目でわかっておったわけですが、これが全てが水質検査、メタンガス検査、借地料

というようなことでくくっておりますが、その辺の場所ごとのかかりはすぐ出るわけですか。

新堀新田においては、年間今までですと５００万円ちょっとかかっておったと。清水につい

てもそこまではいかなくても１５０～１６０万円だったでしょうか。そういったものが出て

おったわけですが、その点はいかがでしょうか。その２点をお願いします。 

○環境課長  まずスラグの件でございますが、１３５ページの１４万６,０００円でござい

ます。性状試験というのは、スラグがどういう性質を持っているかとそういうもので年に１

回、きちんと県の出先ですけれども分析センターというか試験場に出して、その性能を知る

と。それによってスラグと山砂とどう混ぜるかというのがわかるわけですけれども、そうい

う性状試験をまずやるということと、その他に毎月、毎月、道路だとかそういうところに使

うわけですから、そうなるとその製品の安全性をするために６項目の検査をするということ

がこの別の費用の中に入っている。廃棄物の検査の委託の中にまとまって、総合的に増えて

いますよという説明をさせていただきました。 

それから１２５ページの水質検査の中に、やはり今言われましたように、清水それから新

堀新田の部分がこの中に入っている。ただ、金額的には昨年より約１００万円ほど落ちてい

ます。それは回数とかそういうことも含めて、安全性、１０年間安定しているかというのを

見なければならないものですから、それらを精査したものとなっています。ただ、今ここで

はここの部分がいくらですよとかちょっと分けておりませんので、また後でお知らせという

ことでお願いしたいと思います。 

それから土地の借り上げについてもそのようなことでまとめて計上させてもらっている。

土地についての関係につきましては、昨年と同じく２つを足した費用がここに計上されてい

るということでご理解願いたいと思います。 

○若井達男君  公害対策についてはわかりました。 

それでスラグですが、今現在ですと、やはり下水工事等がしばらく進むわけですけれども

やがて終了すると。そういうときに今のスラグの質でそれ以外に確かにブレンドする。私ど

もが南政治クラブ、つつじクラブと長崎県の北松北部に行ってきたわけですけれども、それ

らででも３割くらいしか使っていないということになったとき、質を上げないことにはなか

なか下水事業でも終われば他の処理が、ますますかさんでくるのではないかと思うのです。 

それで北松北部はこれはそっくり川崎技研さんが受けているものですから、トンあたりの

処理費が南魚沼市より１万円も高い２万８,０００円ほどかかっているわけですが、その中に

実際では立米１０円で買い上げていると。鎧潟クリーンセンターは、これはメタルとスラグ

がきっちり分かれて、溶融されたものが分かれて出てくるものですから、今現在はちょっと

いくらになっているかわかりませんが、当時私どもが勉強したときは５０円でその業者が持

って行っている。ということなものですから、やはり試験をきちんとしていった中でスラグ
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の質を上げて、そういったふうに捨てるものではなくて、きちんと生かせるような状況にや

はり向けていかなくてはならないのではないかというふうに考えております。 

そしてじっとしていても反対に建設業者がお金を１０円でも２０円でも出して持って行っ

てくれる。市からの負担は極めて段々と減っていくというかたちにもっていかないことには、

ごみの減量化と言ってみても、このごみが一気にそう簡単に減量になるものではないという

ふうに考えています。その辺スラグの質に対してのひとつお考えはいかがでしょうか。 

○環境課長  スラグの質につきましては、施設の能力というかそれで決まってくるといこ

とですから、今のスラグの質が安定的に出ているかということのチェックはできますが、た

だ、質を変えることは非常に難しいものと思っています。ただ、今言われますように、下水

道に主に使っていくという方針でいるわけですが、２５年には工事も終わるということにな

りますと、やはりその行き先について、非常に今、苦慮しています。山形だとか、逆にスラ

グの中にも鉄分だとかいろいろな有効物が入っていますので、飛灰と同じに、飛灰ではなく

て飛灰と同じところに持って行って売れないかということも含めて今、担当には指示をして

いるところでございます。 

いずれにしても、質は変わらないし有効利用ということになると、私ども新潟県自体がマ

ニフェストと言うか、マニュアルを作って――他の県はスラグをどんどん使ってくださいと、

そういう方針でマニュアルを作っているわけです。国はそういう指示をしているのですが、

新潟県は作っていないのです。ですから、なかなかその有効利用が図れない。山砂に混ぜて

も、ＣＢＲ２０なり出るには３０パーセントが限度だよとこうなっていますので、やはり県

がマニュアルを早急に作って――作ってくれと言っているのですが、県自体でやはりこうい

う施設がもっと出来てくるわけですので、やはり有効利用というのはどこでも悩みでござい

ますので、そういう方向からなっていかないとだめだから、そちらの方の働きをやっていき

たいと、逆に。そうすることによって有効利用を図っていきたいというふうに思っています。 

○議   長  事前に挙手をお願いします。 

○宮田俊之君  うっかりしていました。申しわけございません。１点教えていただきたい

のですが、１２９と１３３ページのところで、センター祭委託料というものが同じ項目で上

がっております。地元に対する配慮ということで私はいいことだと思うのですが、１回しか

やっておられないような気がするのですが、これは相手先とどんなふうに委託をされている

のか。 

地元に対する配慮という意味で、斎場についてひとつ伺います。当然これから工事も始ま

るわけですし、市長もおっしゃっているように大変地元に負担を強いているという中で、今

回新たに土地の提供をされておられる方もいらっしゃる。という皆さん私のところに「やは

り人事で人が変わると以前のような細かな配慮というものはないものなのかね」なんていう

ことでことでつぶやきに来られた方もいらっしゃる。これから建設も始まる中で、特に地元

には負担を強いているわけですので、そういう引継ぎといいますかこれからまた異動もある

わけですし、そういった地元に対する引継ぎをどういうふうに指示をされているのか、教え
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ていただきたいと思います。 

○環境課長  センター祭につきましては年に１回でございます。ただ、この中で別のとこ

ろにも確かにセンター祭の費用が載っております。これにつきましては、作るとき、要する

に、昔の３町のものもありますし、４町のものもありますが作ったときの費用負担の割合が

違っていますので、そのセンター祭をリサイクルというか不燃の方と可燃の方と一緒になっ

てやるわけですけれども、湯沢の負担割合が違うものですから、それで分けて計上してあり

ます。これらについては搬入道路の負担金も同じです。塩沢土地改良区の方に負担金を納め

ているわけですけれども、それらについてもやはり費用負担の割合が違うものですから、分

けて計上させてもらっているということでございます。 

○市   長  斎場の件です。これは連合時代、最後の方でしたけれども思川の皆さん方

とこの件についてお話し合いをさせていただいて、協力金といいますか、保証金といいます

かそれの支払いと、向こう３０年間の地域の活動費の援助といいますか。それで額もきちん

と締結をさせていただいて区の皆さんとそういうふうにきちんと提携をして、区の皆さん方

から大変喜んでいただいておるのですが。議員の方にあれですか、そういうまだ何か不足だ

というような話がいっているのでしょうか。（「土地の取引の対応がということですが」の声

あり）土地買収のですか。私どもは個々のことは知りませんので、区全体の中でこの斎場を

建設するにあたってということできちんと協定を結ばせていただいておりますので、その点

については問題ないと思いますが。これは土地買収についてはこれから個々にそれこそ具体

的な交渉に入っていかなければなりませんので、そこでどういう今度は要望が出るのか、そ

れはちょっとわかりませんけれども。 

○環境課長  先ほど若井議員の質問に答弁漏れがありましたので言いますけれども、水質

の件でございます。新堀新田が１３６万円ほど。それから清水の水質検査が１５６万円ほど

になっております。その他にメタンの関係につきましては、新堀新田の方であります。以上

であります。 

○市民課長  土地の提供者の件ですが、昨年の秋に私どもと用地買収の担当の係とで地権

者の方とお話しをされて、土地を提供いただきたいというお話しをもちました。その際に広

域連合時代に土地を売ってくれというような正式な話がなかったというふうな話がちらっと

地権者の方がおっしゃっておったのですけれども、その件だったでしょうか。そういうよう

な、連合時代に地権者にあまり詳しい説明がなかったというようなことで、地権者がちょっ

とご不満な点があったような話を聞きましたけれども、その席では私どもが経過等を説明し

ました。あとはその後、実施設計を取り下げる等の段階で区長さんの方にお話しをしたり、

思川区内の回覧文書をお願いしたりというふうにやっておりますが、今後ともまた区の方、

地権者の方とは連絡を密にやっていきたいと思います。 

○中沢一博君  すぐ終わりますので、お許しいただきたいと思います。今、焼却炉に年間

大体小学生等がどのくらい視察で来られているか、ちょっとお聞かせいただければありがた

いと思います。視察という表現がちょっと、見学でしょうか。 
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○環境衛生センター所長  年間、そうですね、ざっと５０人くらい。もしくは５０人クラ

スの学校もありますし、２～３人のクラスもありますし、北辰小学校などは結構人数が多い

ので、それでも８０人くらい。そんなような状況でなっております。 

○中沢一博君  年間５０名という、その数字が云々という部分で、大体皆様察するかと思

いますけれども。今、分別と言われている中で、私もいろいろ視察に行って来てすごく感じ

たことは、やはりその現場を知るということをすごく感じました。私自身も。そして玄関の

中に入って感じるのは、分別がひとつずつ分かれていっている。そして最終的にはこうなる

のですよというところまで、大体全部展示してありました。その見たときに、わが市のその

状況の中で私はすごくやはり感じたのです。 

やはりこれから分別が大事になってくる。また、ごみを出さないにしよう、無駄をしない

にしよう。小さいときからそういうことをやはり自然の中で私たちは感じていかなければい

けないと思うのです。 

そういう部分の中で教育委員会としまして、こういう現実の中で私たちがこうしれとは言

われませんけれども、その現実をどのように思われているか。私はやはりこの部分を、でき

たら小さいうちから自然体に分別するのは当たり前なんだと。また、ごみを捨てている人が

いたら、もう指をさしたいと言ったらあれですけれども、おかしいのだというような私たち

のそういう環境づくりも大事ではないかと思いますので、ちょっとご答弁でそれだけお考え

をいただきたいと思います。 

○教 育 長  特別、各学校が分別ということをテーマにして学校の行事を組んでいるか

どうか承知しておりませんが、しかしそれぞれ地域で空き缶を拾ったり、地域の公園や道路

の清掃をしたりという活動は、それぞれがやっているところであります。 

それから環境衛生センターの見学というふうなことも特に小学校の子どもたちは時々やっ

ているようでありますので、何ていいますか標語でありませんが「混ぜればごみ、分ければ

資源」というふうなことは各学校とも取り組んでいるというふうに思っております。 

○中沢一博君  やはり私は子どもたちが何げなくポイするだとか、いろいろそういうむだ

を一生懸命食事のなか出している中で、やはり最終のそういう現場を私は見せていただきた

いな。そういう提案として申し上げて終わります。以上です。 

○南雲淳一郎君  環境政策、なかんずくごみ政策は、市民の協労なくしてあり得ないとい

うふうに考えております。そしてまたこれからのごみ政策は、先ほどお話がございましたけ

れども、リサイクルよりもリデュース、排出抑制の方向だと思っております。そういう視点

で今回のこの予算書を見る中で、どこにそういう部分があるのかな。先ほどの中沢さんのお

話にも関連するとろでありますけれども、長期的な視点の中でやはりひとつの啓蒙、啓発、

教育ですから、そういう視点が必要だと思っておりますがその辺はどうですか。今年の予算

書の中で。 

○環境課長  ごみ政策の中で、この予算の中でどうだかということでございますが、この

中で私どもは、先ほどちょっと説明の中でも言いましたが、木の減量化、有効利用とか、廃
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プラの減容として売るとかそういう部分しか今のところ、それとごみステーションの部分し

か出ておりません。ただ、ごみについては市報等を通じて減量についてはお話ししています

し、ジャスコ等々店舗と協議しながら、マイバッグそれらの運動もやっております。目に見

えたそういうものはなかなか見えませんけれども、基本的には減量の方を推進していくと。

地球温暖化も含めてですね、そういうふうなことで考えているところであります。 

○議   長  質疑を終わることにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。よって、第４款、衛生費に対する質疑を終わります。 

○議   長  第５款、労働費の説明を求めます。 

○商工観光課長  （説明を行う。） 

○議   長  労働費に対する質疑を行います。 

○岩野 松君  １点だけお願いします。１４５ページのこの緊急雇用の中で、皆そういえ

ばそういうのかなというところもありますけれども。学校校務員配置事業というので臨時職

員という感じですけれども、学校校務員というのがこういうかたちで２年か３年で必要なく

なるという可能性はあるということで、こういうので使っているのですか、どうですか。ち

ょっと。 

○商工観光課長  これは一時的な震災の復興基金ということで、これにつきましては失業

者の皆さん方を一時的に雇用をして生活の安定に資するという部分がございますので、経常

的におけるという内容ではございません。 

たまたまこの学校校務員の配置事業につきましては、私どもに届いている内容では、大規

模校に１名を置いて、よりその期間に学校の施設整備や環境整備を行うという内容で今出て

おるものでございます。これがなくなった時点でその方がずっといられるとか、またそこに

新しい職員が多分配置になるということは、この私どもの緊急雇用の方ではわかりませんの

で、また教育委員会の方での話になるかと思います。そんなことをお願いしますが。 

○佐藤 剛君  １点だけ、緊急雇用のところで１点だけお聞きします。緊急雇用というこ

とで労働費の方に出ていますけれども、内容は教育の方です。特別支援教育事業ですけれど

も、ここに１,３００万円と、その下の方に介助員配置事業、これは特別支援学級という特別

支援教育の関係なのでしょうけれども、それを合わせると３,０００万円近くということにな

るのです。これは１７年度も緊急雇用の中で取り扱っていますが、それは大体１,７００万円

くらい。去年は緊急雇用ではないのですけれども、多分２,１００万円くらいというようなこ

とで、特別支援教育といいますか事業を行っているわけです。 

これは今まで言われる、いろいろ特殊学級ではなくて例えばＬＤとかＡＤＨＤとか自閉症

とか、そういう方々も皆含めての特別支援教育なのでしょうけれども、予算がぐいぐいと年

度増えているということは、そういう対象の方が増えているのか。 

増えているとすれば、この予算内容を見ますと各学級に臨時の教員の方を配置して、その

方を見ているというようなところでの予算配分みたいですが、もうちょっと根本的に保健従
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事者とか、医療従事者そういう方々を含めたそういう特別、そういう方々の支援事業みない

なものが必要ではないかなという面も含めて、ちょっとお聞きしてみたいと思います。 

○教 育 長  今、ご指摘の特別支援教育の部分、それから介助員の部分、これもここだ

けではなくて１０款にも同様に予算計上されております。さらに従来、この基金が事業の対

象になる前においては、全部それぞれの単費で処置していた事業でありますが、先ほど商工

観光課長からお話しがありましたような事情がありまして、こちらの方の事業で引き受けて

もらえる部分を全部引き受けてもらっていると、こういうふうにご理解いただきたいと思い

ます。 

それでお尋ねの部分でありますけれども、確かに増えてはいるのですが、予算が増額にな

っているのは子どもたちが増えているというだけではなくて、こういうふうに補助をしても

らえるような授業があるから増えているという部分もあります。つまり、いくら学校が強く

要望をしてきても、全部市の単費でとなりますととても対応が苦しい。だけれども、今、幸

いこういう事業があって、市が補助を受けられるとこういう中であります。 

それから、確かに今これでやっておりますのは、普通学級、あるいは特別支援学級に介助

員ですとか、あるいは単なる介助員ではなくてもう少し教員資格を持っているような人から

入ってもらったりというような、いろいろなケースがあるのですがそういうふうなことをし

ながら、全体の学級、例えば３０人なら３０人、４０人なら４０人全体の学力を落とさない

で、特別支援を要する子どもたちの教育も支援していると、こういうかたちでやっているわ

けであります。本来であれば――本来であればといいますか、そういう必要が、あるいは特

別な支援を要する子どもたちの状態が改善されるような、そういう指導もできる専門家を入

れられれば、申し分ないと思うのでありますけれども、なかなか現状ではそこまでに至って

いないという状況であります。 

○中沢俊一君  １４３ページになりますが、チャレンジショップの事業補助金とその下の

自主的出店者支援事業の補助金についてお伺いします。チャレンジショップの方でも試験出

店を繰り返していられるわけですけれども、なかなかその下の方の自主的出店者の方への対

象がないというふうに聞いております。一昔前と違いまして、物を仕入れて売るというよう

な状態から、町並みを見ればやはり飲食の方がやはり増えてきておりまして、そちらの方の

需要にシフトしてきたわけです。それは夜の商売ということには無理でしょうけれども、本

当に家族が行けるような、そういう飲食業の方にもこれを適用を広げてみたらいかがと思っ

ていまして、ひとつ聞かせてください。 

○商工観光課長  議員おっしゃるとおりでございまして、実は実績が欲しいところですが、

私たちが無理矢理どこかを借りていただくというわけにはいきませんので。そういう中で飲

食業の皆さん方もすぐあの辺は埋まるなという話がやはり出ております。ただ、あの通りに

つきましては、やはり夜の商売の方が多いですので夜の商売の方をされるのかなと。ただ、

昼間の食堂等の飲食に関してはいかがかなというのは内部では出ておりますが、当初、やは

りそういう目的で作った要綱ではなかったものですから、できましたらこれは３年くらいと
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いうことであったのですが、その状況を見ながらということで、もう一年、１９年に一年ち

ょっと内部でまた検討させていただいて、その後あらためて新しい方式で出発ができるかど

うかということをひとつ考えさせていただきたいと思いますが。 

○議   長  質疑を終わることにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。よって、第５款、労働費に対する質疑を終わります。 

○議   長  第６款、農林水産業費の説明を求めます。 

○農業委員会事務局長  （説明を行う。） 

○農林課長  （説明を行う。） 

○議   長  農林水産業費に対する質疑を行います。 

○牛木芳雄君  ３点ほどお願いをしたいと思います。農業委員会の局長は農林課長が兼務

になる、なりますよね。それで大変仕事量が、今度は農林課長と農業委員会の事務局長とい

うことで増えてくると思うのです。その辺はどういうふうにお考えか。なかなか大変だなと

いうふうに私は同情しているのですがあれでしょうか、県内の各市では、町村では兼任とい

う町村がほとんどだったと思うのですが、市ではどの程度の市が兼任をされているかわかっ

たらお知らせをください。 

農業委員会の総会は今までどおり、塩沢庁舎ということでしょうか。それもお聞かせいた

だきたい。 

１４７ページの河川カメムシの防除委託事業ですが、これは農薬で防除するのか、草刈で

するのかその方法をお知らせをください。 

もう１点、１５１ページですが、昨年もという話ですけれども、定年就農者支援対策事業

ですが、こういう事業は農林サイドだけでしか今、見あたらない。先般、新聞社、日経新聞

だと思うのですが、首都圏に住む団塊の世代の皆さんに意識調査をしたところ、４人に１人

の皆さんが定年後には田舎の方に移住をしたいという調査が出てきたわけです。 

皆さんがこちらに来ていただければありがたいわけですけれども、そうはいかないわけで

ありまして、やはり３０パーセント近くの皆さんはやはり沖縄に、というふうな話でしたし、

首都圏が２０パーセント、都市近郊が１９パーセントということでありまして、海外、北海

道、それぞれ１８パーセント。そうすると雪深いこの辺はあまり来ないのかなというふうに

思っていますけれども。１８０万人以上の皆さんが退職をされるわけですから、ざっと考え

てみると４０万人の皆さんが地方に行って、定年後の余生を過ごしたいと、こういうことだ

と思うのです。 

農林予算のこの定年就農者支援対策事業というのは、もちろんこういう方々をターゲット

にしたわけではないと思うのですけれども、市全体として――商工観光課長もいますから、

あれでしょうか、市全体として――こういう皆さんを受け入れる体制というのはどういうふ

うになっているのか。これはどちらがよろしいか、市長がいいか誰がいいかわかりませんが、

その辺も含めてお聞かせください。 
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○市   長  農委の局長の件ですけれども、農業委員会の会長ともきちんと話し合いを

させていただいて、参事で、係長が参事兼務の係長を配置しまして、これは参事ですから。

局長会議等も農林課長でなくて、参事が出席すると。そういうことの中できちんと対応して

いくということで会長からもご承諾いただいておりますので、そういうふうに対応させてい

ただきます。仕事の量が多いか少ないかということは、あちらの方で、どの程度が多いのか

お答えいただきます。一応専任の係長兼務ですけれども、参事を置いてあるということであ

ります。 

○農業委員会事務局長  県内の農業委員会の事務局長と農林課長の兼務の数字については

ちょっと把握してございませんが、県内には３５市町村の中に４０農業委員会が、という状

況でございますが、その数は把握しておりませんので、もしあれでしたらまた後ほどという

ことでよろしいですか。 

それで総会の場所でございますが、今まで総会については、塩沢庁舎の旧議事堂を使わせ

てもらっておりました。そこで、１９年度からは大和庁舎の旧議事堂を使わせていただこう

ということにさせていただきました。そこで、どうして移動するのかという内容でございま

すが、塩沢庁舎の旧議員控え室につきましては、子育て支援課の方でほのぼの教室として使

いたいという状況の中で、なかなか今度は農業委員さんの休憩といいますか控え室がなかな

かうまく取れそうにないということでございます。 

ですし、農業委員会事務局も農林課も今度は本庁になるわけでございますが、今度は本庁

舎で総会やるということになりますと、先ほども言いましたように農業委員さん４５名いら

っしゃいますので、駐車場の関係があってなかなか市民の皆さんに対して大変だろうと。と

いうことの中で大和庁舎で、とにかく本庁方式がきちんとできるまでの間は２年間ひとつ、

また大和庁舎で総会をやりましょうということになりました。控え室についても大和庁舎で

すと同じ３階に大会議室と中会議室がありますので、そこに十分控え室としての対応ができ

る。それから駐車場につきましても十分確保できるということで、総会の場所を変更させて

いただいております。 

それから兼務しての業務の内容でございますが、これは私がお答えするのがいいのかどう

かわかりませんが、確かに大変だと思いますけれども、それぞれ事務局で工夫をしながら対

応して、やはり乗り切っていかなければいけないことかなというふうに考えております。以

上でございます。 

○農林課長  それでは河川カメムシの件でございますが、これは草刈をしてきれいにする

ということでございます。 

それから、定年の就農でございますけれども、これにつきましては議員おっしゃったとお

り、市内の特に建設会社等の退職者等からアンケートをとりまして、これから農業をやって

みたいという方を対象に農業のノウハウを講義しているということでありますが、この講義

等につきましては普及センターが全面的にしております。ただ、私ども市の方はそういう動

きがいいようにということで、それぞれ視察とか、そういうかたちの支援をさせていただい
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ているということであります。 

それから先ほどもちょっと話しましたように、品目横断の対象者を４１０人ということで、

まだ２２０何人しかいないわけでありますから全然足りないという状況の中で、団塊世代の

東京等からの受け入れということについては、今のところ私どもそこまではちょっとできな

いということで、とにかく市内の農業者を力をつけていきたいということで、今、取り組ん

でいるところでございます。 

○商工観光課長  議員さんが多分、定年定住用の部分のことだろうと思われますので、私

の方からちょっと研究した内容を答弁させていただきます。昨年、首都圏市民会の皆さん方

にアンケートをとらせていただきました。その際に私どもがいろいろな政策決定をするに、

欲しかった回収率が非常に悪くて、できたら６０パーセントくらいの回収率があれば、ある

程度使わせていただこうかなと思いましたが、１５パーセント相当くらいしかまず回収がで

きなかったことが１点ございます。 

それからその中で、いくつか希望があるわけですが、当然希望ですので、温泉つきで安く

て、冬、雪の心配がないところという、全部対応してやらないとできないという条件がつい

て回りますので。そこで今、小千谷とそれから妙高高原、妙高市でしょうか、向こうの方で

今、その事業を開始しておりますので、そちらに担当を派遣をしてちょっと研究をさせまし

た。そうしましたら、１年間４０万円くらい１棟取れるのですが、とてもそれではペイしな

いという、要はもう市の持ち出しをかなりの分を覚悟しないとそういう展開はできないとい

うことになりますので、そういう土地つき、住宅つき、温泉つきとかそういうものではなく

て、やはり今あるものをどこか使いながらというようなかたちの方が現実的かなというよう

なことで、今のところ市で事業などを入れてそういう立派なものを作るということについて

は、ちょっと今のところ未定のような状況でございますので、そんなことでとりあえず今ま

での状況でございますが。 

○議   長  この後、議運を計画していますけれども、もう何人くらいいますか。 

○議   長  それでは皆さんにお諮りをいたします。 

 本日の会議はこれで延会したいと思いますが、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。よって、本日はこれで延会することに決定いたしました。 

○議   長  本日はこれで延会いたします。次の本会議は３月１９日午前９時３０分、

当議事堂で開きます。大変ご苦労さまでした。 

（午後４時２５分） 

 


